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D）機能 

D）［原産資格調査(D)］の機能 
・原産資格調査の業務では、生産情報など根拠資料をもとに、PSR に照らした原産資格の達成/未達成の判定 

機能を提供します。 

・CTC ルール、VA ルールの JAFTAS 内判定（システムによる自動判定）では、必要な構成品について調査の依 

頼を作成し、その結果に基づいて判定を行うことができます。また、第三者証明に対応する協定では、日本商工 

会議所（日商）に提出する資料を自動作成します。 

・原産資格調査を行わず、手元の資料を添付することにより調査を完了させることもできます。 

・SP ルールなど特殊ルールで判定した結果と根拠書類を取り込むことができます。 

・同一品に対する調査依頼を受信したときには、すでに完了した調査結果を紐づけることができます。 
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D1）［原産資格調査(D) 一覧］画面 
調査対象品を<FTA 対象品(輸出品)(E)>へ内製品として登録し調査を作成すると、もしくは受信した依頼の調

査対象品を内製品として受付し調査を作成すると、[原産資格調査(D)一覧］画面へ表示がされます。 

一覧画面の構成や操作方法については、共通機能Ⅰ-5)◆各種一覧について をご参照ください。 

・🔎マークをクリックすると［原産資格調査(D)詳細］画面へ遷移します。 

・✐マークをクリックすると［原産資格調査(D)編集］画面へ遷移します。 

 

 

【表示項目】 

帰属先 項目名 説明 

管
理
情
報 

調査 ID ・D+数値 10 桁  

・原産資格調査を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

※契約企業はアカウント内で連番となる 

※一般利用者はアカウント内で連番とはならない 

登録日 調査対象品が登録された日付 

アーカイブ アーカイブ済みの場合、〇が表示 

ステータス 下記いずれかを表示 

調査中/審査前承認待/TKTC 審査中/日商審査中/調査完了承認待/

調査完了 

自
社
情
報
（
調
査
内
容
） 

作業担当者所属部署 調査対象品に関する作業担当者所属部署 

作業担当者 調査対象品に関する作業担当者名 

品番 調査対象品を特定するための情報 ※調査依頼時に伝達、各種帳票に印

字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

品名(英) 調査対象品名(英) 

品名(日) 調査対象品名(日) 

使用判定基準 使用した原産地基準 

CTC 達成進捗 ・調査対象品の全構成品のうち、CTC を達成している構成品の数 

・達成数〇〇/全部品数〇〇 

VA 達成進捗 ・調査対象品の VA 基準値(協定基準値+社内基準値)と現在の達成率 

・現〇〇％/基準値〇〇％ 

調査完了日 調査完了の承認を行った日時 

調査結果 下記いずれかを表示 

達成/未達成 

日商判定受付番号 日商から付与される判定受付番号(第三者証明の場合) 

日商判定番号 日商から付与される判定番号(第三者証明の場合) 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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自
社
情
報
（
調
査
内
容
） 

有効期限/ 

同意通知期限 

［原産資格調査(D)編集］画面で設定した調査対象品の原産資格調査

の有効期限 

または日商の発給システムで設定した同意通知有効期限 

審査差戻し TKTC へ審査依頼を行った調査対象品に関し、TKTC より差戻しが行われ

ると〇が表示され、その後再審査により審査が完了すると〇が消える 

※差戻しの後、審査を経ず未達成で完了した場合、〇は消えずに調査完

了となる 

HS コード 調査対象品の HS コード 6 桁 

協定 利用する協定 

輸入通関国 調査対象品が最終的に輸入通関される国 ※日アセアン協定/RCEP 協

定は必須 

調査件数 対象品およびその構成品に対して作成された調査件数の合計 

当
調
査

ID

の
作
成
元 

回答 ID ・A+数値 10 桁 

・原産資格調査の依頼を受信すると、JAFTAS システムから自動で採番 

※一般利用者はアカウント内で連番とはならない 

輸出品 ID ・E+数値 10 桁 

・＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞の登録をすると、JAFTASシステムから自動

で採番 

※契約企業はアカウント内で連番となる 

判定基準 選択可能な原産地基準 

課
金
情
報 

課金対象 JAFTAS 利用料金の課金対象となる調査に〇が表示 

※契約利用者/JAFTAS Lite 契約利用者のみ 

 

【まとめて操作】 

下記項目はまとめて操作を行うことが可能です。詳細については、説明ページをご参照ください。 

✔ アーカイブ(参照 共通機能 I-7)アーカイブ機能) 

✔ アーカイブ解除 ※検索項目の「アーカイブ済の ID も表示」にチェックを入れた場合に表示 

 

 ◆＜調査回答・回答送信(A)＞から誤った調査 ID を作成してしまった場合、調査 ID のアーカイブを 
推奨いたします。 
対象調査 ID をアーカイブする事によって、［原産資格調査 一覧］画面に表示されなくなり、調査
の再利用/複製等の対象からも除外されます。 
アーカイブ操作については、共通機能 I-7)アーカイブ機能 をご参照ください。 
 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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D2）原産資格調査を開始する 

D2-1）［原産資格調査(D) 編集］画面 
原産資格調査を開始するにあたり、［原産資格調査(D) 編集］画面にて生産情報・特恵基準等を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜構成＞ 
 
 

『ヘッダー』部 
 
 
 
 
 
 
 
『調査品情報』部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『調査結果/ 

途中経過』部 
 
 
 
(１)『①生産内容の 

確認』部 
 

 

 
 
(１)『②適用原産地 

規則の選択』部 
 

 

 
 
 
(１)『関税分類変更 

基準』部 
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(１)『②適用原産地 
規則の選択』部 

 

 
 
 
 
 
(１)『付加価値基準』部 
 
 
 
 
(２)『手動/ 

システム外判定』部 
 
 
 
 
(２)『原産資格を明らかに 

するための資料』部 
 

 
 
(３)『調査作成者 

 情報』部 
 
 
 
(４)『日商関連 

情報』部 
※「日商審査中」以降に表示 

 
 
 
(４)『承認者情報』部 
※「日商審査中」以降に表示 

 
 
 
『社内保管資料』部 
 
 
『社内メモ』部 
 
 
 
【ボタンの説明】  
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『ヘッダー』部：画面上部に、便利な情報が表示されています。 

 

 

 

『ID』：調査対象品の調査 ID を表示します。 

関連する輸出品 ID や回答 ID は「詳細」画面で表示されます。 

 

『ステータス』：現在のステータスを表示します。 

※原産資格調査開始時は‟調査中”となります。 

※‟審査前承認待” ‟TKTC 審査中” ‟日商審査中”は、下記の条件の時に表示されます。 

・‟審査前承認待”と‟TKTC 審査中”：依頼者が【審査必要】として依頼を行った自己証明制度の調査 

・‟審査前承認待”と‟日商審査中”：日本商工会議所の判定が必要な第三者証明制度の調査 

 

 

 

『回答期限』：当該調査の回答期限を表示します。 

『回答方法』：当該調査の回答方法を表示します。(参照 A8)回答方法について) 

『作業担当者』：原産資格調査を行う作業担当者を入力します。 

「自分」をクリックするとログインしている担当者の氏名および部署名が自動入力されます。 

 

 

 

『調査品情報』部：調査対象品の情報を表示します。 

※【表示される項目】については、後述の D2-2)［原産資格調査(D) 詳細］画面 をご参照ください。 

 

 

『調査結果/途中経過』部：以下の①~④を表示します。 

① 原産資格調査の結果を表示します。 

② 手動/システム外判定した際の結果を表示します。 

③ 有効期限・同意通知期限を任意で設定できます。 

【設定しない】初期デフォルト 

【設定する】yyyy/mm/dd で明日以降の日付を設定します。(参照 D7-4) 

④ 救済規定を適用している場合に表示します。 

 

  

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

② 
③  

④  

①  

いる場合には、②手動判定の結果が優
先します。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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『(1)生産と特恵基準①生産内容の確認』部：調査対象品の生産情報を登録します。 

EPA を利用するには基本的に日本(※1)で原産資格を与える十分な生産(※2)を行っている必要があります。 

 

 

 

 

 

① 生産内容の確認 

調査対象品が各協定における生産に関する要件を満たし

ていれば【はい】を選択します。 

※各協定の生産の定義は「⚠生産行為・生産場所に関す

る要件」より確認できます。 

※【いいえ】を選択すると、原産資格要件を満たしませんので

調査には進めません。 

※自社で生産していない、日本で生産していない、原産資

格を与える十分な生産を行っていない場合: 

【いいえ】を選択し、システム外判定(参照 D6)にて調査

結果を未達成として原産資格調査を完了します。 

  

② 生産工場名/生産工場住所 

上記①で「はい」を選択した場合は、生産工場名および生

産工場住所を全角で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

入力補助マスタ(生産拠点)に予め自社生産拠点を登

録しておくと、一覧から検索することができます。「生産

拠点」の詳細については、共通機能 II-3-4)生産拠

点マスタの機能 をご参照ください。 

 

※１【生産場所に関する要件】 

協定によっては締約国内・域内での生産も
認められていますが、JAFTAS では調査対
象品が日本で生産されていることを前提に
調査を進めていただきます。 
 

※２【生産行為に関する要件】 

調査対象品に対し一定の水準以上の生
産が行われているかを確認するため、各

協定では生産行為とは見做されない作
業の規定がされています。 

生産内容の確認に関して 

各協定における生産の定義をこちら

で確認できます。生産要件を満たさ

ない場合は、特恵基準を満たしてい

ても原産資格が認められない可能性

があります。 

※ご不明な点はサポートデスクへお問 

合せください。 

【輸出者判定品】 

調査対象品が輸出者判定品の場合、 

①生産内容の確認の際に「輸出者として、生産者から情報をうけて原産資格調査を行います」と赤字で 

表記されますので、こちらも併せてご確認の上【はい】を選択してください。 

②「生産会社名（入力必須）」と「生産者企業登録番号」の欄が追加で表示されます。生産情報を 

確認し、正しい内容をご入力ください。 

 

 

◆生産内容や生産場所に対する説明等を
追加した対比表・計算 WS を自動作成

するには、『追加情報の入力』欄（参照
D2-2）をご活用ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』部：調査対象品に適用する特恵基準を選択します。 

 

 

 

① 原産品の基準 

適用する特恵基準をプルダウンより選択します。 

選択する特恵基準や品目別原産地規則に依り、JAFTAS で

システム判定が可能なものとそうでないもの(システム外判定・

参照 D6)に分けられます。 

 

・完全生産品 

・原産材料のみから生産される産品 

・非原産材料を使用して生産される産品 

 

【システム判定の対象について】    ※「カテゴリーD」の基準が設けられているのは日チリ協定、日メキシコ協定のみです。 

システム判定可否 特恵基準 品目別原産地規則 

システム判定 

参照 D3) 

原産材料のみから生産される産品  

非原産材料を使用して生産される産品 

CTC CC/CTH/CTSH 

VA 

LVC(控除方式) 

RVC(控除方式) 

QVC(控除方式) 

MaxNOM 

VNM 

システム外判定 

参照 D6) 

RVC(積上方式) 

QVC(積上方式) 

RVC(純費用) 

RVC(重点価格) 

SP 

完全生産品  

カテゴリーD  

①

① 

② 

③  

④  ⑤  
⑥  

⑦  

◆特恵関税とは 

貿易における特別に優遇す
る関税のこと 
 

◆特恵基準とは 

経済連携協定に定められ
た、特恵関税を適用するた
めの基準のこと 



 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  目次へ戻る   (D)   12  

Ver.8.5 

D2-1） 

② 品目別原産地規則 

・非原産材料を使用して生産される産品を選択した場合、

調査に適用する品目別原産地規則をさらに選択します。 

 

・『調査品情報』に記載の HS コードに規定されている品目別

原産地規則を表示します。 

 

・JAFTAS で判定ができる品目別原産地規則は水色でハイ

ライトが掛けられています。 

【システム判定可】CTC/VA(RVC, MaxNOM,VNM) 

【システム判定不可】VA(積上方式等)、SP 等 

 

※CTC/VA(RVC, MaxNOM,VNM)であっても特別な条

件が付されている場合はシステム判定が不可となる場合が

あります。 

※システム判定不可の場合でも[原産資格調査(D)詳細] 

画面にてメモ機能として構成品を登録することはできます。

ただし、根拠書類のダウンロードはできません。 

 

 

③ 詳細 

品目別原産地規則を略称で表示します。 

・CTC:CC/CTH/CTSH 

・VA:RVC〇〇％/QVC〇〇％/LVC〇〇％/ 

MaxNOM 〇〇％等 

・SP（加工工程基準） 

・カテゴリーD/VA〇〇％等 

 

④ 条件 

調査対象品の HS コードの品目別原産地規則に紐づく条件

(※当該 HS コードを適用するに際しての考慮事項など)を表

示します。 

 

⑤ 前提条件  

調査対象品の HS コードの品目別原産地規則に紐づく前提

条件(※この HS コードが適用されるために考慮される必要条

件)を表示します。 

【条件】 

 
【前提 

条件】 

品目別原産地規則の表記について 

品目別原産地規則の表記は協定に表記

に従って表示されます。 

<関税分類変更基準の場合> 

・CC（類変更） 

・CTH（項変更） 

・CTSH（号変更） 

<付加価値基準の場合> 

・VA 

※RVC/QVC/LVC は全て付加価値

基準（VA）を指します 

・MaxNOM 

 

※品目別原産地規則の考え方等、原産

資格判定に関するご不明点は下記まで

お問合せください。 
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⑥ 原文 

調査対象品の HS コードに規定されている各協定の品目別

原産地規則原文を表示します。 

 

⑦ 注釈 

リンクが表示されている場合、調査対象品の HS コードの品

目別規原産地則に紐づく注釈・付録等をダウンロードできま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム判定可能 

システム外で判定する 

♦適用原産地規則の選択について 

「非原産材料を使用して生産される産品」で

は、トグルボタンで原産地規則を選択します。 

背景が水色：システム判定できます 

背景が白色：システム外判定を行います 

原文 

・原文１文のなかに複数の条件が記

載されている場合、適用原産地規則

は内容を分解して選択できるようにな

っています。「原文」欄では、分解する

前の原文をそのまま記載しているた

め、同一原文が複数行に重複して書

かれている場合があります。 

【協定により有効期限が定められている品目別原産地規則の場合】 

有効期限が終了する半年前から自動的にその品目別原産地規則を

選択することができません。 
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『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択 (1)-関税分類変更基準』を選択したときには： 

品目別原産地規則で関税分類変更基準を選択した場合、

任意で僅少/許容限度を適用できます。適用する場合は産品

価額もしくは産品重量値を入力します。(参照 D5) 

※調査対象品の HS コードによっては適用できない場合もあり

ます。 

 

 

『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択 (1)- 付加価値基準』を選択したときには： 

品目別原産地規則で付加価値基準

(RVC/VNM/MaxNOM)を選択した場合は基準価額を設定

します。 

 

① 社内基準値 

・協定基準値に自社の判断で一定の幅を追加すると、協定

基準値に対し余裕のある調査結果とすることができます。 

・企業設定で予め社内基準値を設定している場合はデフォル

トで設定値が表示されます。(参照 共通機能 II-1)企業

情報について) 

 

【設定方法】 

◆「協定基準値に「〇〇」％」 

プラスするパーセントを入力します。 

※デフォルトは 5％,0 以上 30 以下の制御あり 

 

◆「を足す/を掛ける」 

入力したパーセントを協定基準値に足すか/掛けるか

をトグルボタンで選択します。 

 

② FOB/EXW  

VA 計算の分母となる金額を入力します。 

JAFTAS では外貨建てではなく円建てで計算しますので、社

内ルールに従って円換算したうえでご入力ください。 

 

 

 

①

② 

僅少/許容限度を適用しない場合

は、当欄は空欄のまま判定を進めるこ

とができます。 

社内基準値設定の例 

＜協定基準 RVC 値 45％に、５％の

余剰を持たせて判定を行う場合＞ 

協定基準値に「5％」を足す

=RVC50％として JAFTAS 内で調査を

進めることができます。 

FOB/EXW 

事前にマスタ登録しておくと、条件に該当

する調査が作成されたときに、自動的に

FOB 金額や EXW 金額が反映されま

す。詳細については、D11-

4)FOB/EXW をご参照ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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『(2)手動/システム外判定』部：手動もしくはシステム外で判定を行う場合に利用します。 

活用シーンとしては下記を想定しております。 

-システム外で原産資格調査を行い、調査結果を JAFTAS

に登録する。 

-選択した特恵基準/品目別原産地規則がシステム判定の

対象外である。 

-システムでの判定結果を修正する。 

例)判定結果は「達成」だが、諸事情により「未達成」とする等 

 

 

① 「システム外判定」タブより「達成/未達成」を選択します。 

 

② 根拠資料をアップロードします。 

手動/システム外で判定を行う場合は、自社で根拠資料を

準備します。 

 

-根拠資料を JAFTAS 内で保管する:次項『(2)原産資 

格を明らかにするための資料』へ添付してください。 

-根拠資料を自身で保管する:チェックボックスに☑を入れてく

ださい。 

 

※手順の詳細については、D6)システム外判定 をご参照く

ださい。 

 

 

①

① 

② 

 
◆調査対象品が「構成品」である場合の VA 計算について◆ 
 
調査の対象品が「構成品」である際には下記の注意喚起が表示されます。 
実際の販売価格に特別な取り決めがあった場合など、VA 計算の際には、分母に市場価格から乖離し

ない価格を使用していることを示す客観的な根拠があることをご確認ください。 
 

◆JAFTAS 調査結果と手動判定の両方
に結果が表示されている場合には、手
動判定の結果が優先します。 
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『(2)原産資格を明らかにするための資料』部：システム外で作成した資料等を添付できます。  

・添付する資料は下記のものを想定しております。 

-システム外判定を行う場合、システム外で作成した対比表・

計算 WS 等 

-日商判定依頼の補足資料(JAFTAS で作成する対比表・

計算 WS 以外のもの) 

-TKTC 審査の補足資料(JAFTAS で作成する対比表・計

算 WS 以外のもの) 

-システム判定する場合の補足資料(JAFTAS で作成する対

比表・計算 WS 以外のもの) 

 

・最大３MB、5 ファイルまで添付可能です。 

・「根拠書類ダウンロード」ボタンをクリックすると、JAFTAS で 

作成した対比表・計算 WS と共に当該資料をまとめて zip

ファイル形式でダウンロードできます。 

 

 

『(3)調査作成者情報』の部：調査を行った担当者の情報を入力します。 

・当該欄の入力情報は、本件に関する問い合わせ担当者とし

て、対比表・計算ワークシートなどの日商提出書類に印字さ

れます。 

【必須入力項目】 

・資料作成者所属部署  

・資料作成者氏名 

【いずれか必須】 

・資料作成者電話番号  

・資料作成者メールアドレス 

【便利機能】 

「自分」ボタン：ログインしている担当者の情報が自動

入力されます。 

 

 

『(4)日商関連情報』部：回答方法が同意通知、且つステータス‟日商審査中”以降に表示される欄です。 

日商審査後に【判定結果】や【日商判定番号】等を入力します。 

※【表示される項目】については、後述の D2-2)［原産資格調査(D) 詳細］画面 をご参照ください。 

 

 

ここに添付した資料は審査（日商審

査・TKTC 審査）のための資料に含ん

でダウンロードできますが、依頼者には提

出されません。 
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『(4)承認者情報等』部：承認が完了した後に表示される欄です。 

この調査を最終的に承認したユーザーが「承認者」として登録され、完了を承認した日時が表示されます。 

※この欄は表示されるのみで、変更はできません。 

 

 

『社内保管資料』部：社内参考資料が保管できます。外部には提出されません。 

・対比表/計算 WS を作成する上での裏付け資料をアップロー

ドできます。(例：総部品表・製造工程フロー図等) 

※上記に関しては、次項の『社内メモ』にて関連情報を記載

することも可能です。 

・自社で調査に利用した資料をアップロードしておくことができま

す。原産資格調査の補完資料として、検認時に必要とされる

情報を保管しておくことを推奨いたします。 

・社外には公開されません。 

・最大３MB、5 ファイルまで添付可能です。 

 

 

『社内メモ』部：備考欄として自由にお使いいただけます。 

・JAFTAS 外で保管する社内資料との関連性がわかるような

情報を記載することも可能です。 

・社外には公開されません。 

 

 

【ボタンの説明】 

原産資格調査開始時における［原産資格調査(D)編集］

画面にて表示されるボタンは下記の通りです。 

※ステータスは‟調査中”とします。 

 

ボタンの名称 解説 

一覧へ戻る ［原産資格調査(D)一覧］画面へ遷移します。 

※入力内容は保存されません。 

一時保存 ［原産資格調査(D)編集］画面にて入力した内容を一時保存します。 

次へ ・［原産資格調査(D)編集］画面で必須項目が入力されているか JAFTAS

でチェックを行います。 

・必須項目を網羅できていれば［原産資格調査(D)詳細］画面へ遷移し、

構成品の入力および原産資格判定を行います。 
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D2-2）［原産資格調査(D) 詳細］画面 
［原産資格調査(D)編集］画面の登録後、続いて［原産資格調査(D)詳細］画面にて入力内容の確認、 

システム判定であれば構成品情報の登録や原産資格判定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜構成＞ 
 

『ヘッダー』部 
 
 
 
 
『調査品情報』部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『調査結果/ 

途中経過』部 
 
 
 
(１)『①生産内容の 

確認』部 
 

 
 
 
(１)『②適用原産地 

規則の選択』部 
 

 
 
 
 
(１)『関税分類変更 

基準』部 
 
 
(１)『付加価値基準』部 
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(２)『構成品の入力と 
原産資格判定』部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２)『手動/ 

システム外判定』部 
 
 
 
(２)『原産資格を明らかに 

するための資料』部 
 

(３)『調査作成者 
 情報』部 

 
 
(４)『日商関連 

情報』部 
※「日商審査中」以降に表示 

 
 
 
 
(４)『承認者情報』部 
※「日商審査中」以降に表示 

 
 
 
『社内保管資料』部 
 
 
『社内メモ』部 
 
 
『作業履歴』部 
 
 
【ボタン部】 
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『ヘッダー』部：画面上部に、便利な情報が表示されています。 

 

 

 

 

『ID』：調査対象品の調査 ID に紐づく輸出品 ID や回答 ID を表示します。 

 

『ステータス』：現在のステータスを表示します。 

※原産資格調査開始時は‟調査中”となります。 

※‟審査前承認待” ‟TKTC 審査中” ‟ 日商審査中”は、下記の条件の時に表示されます。 

・‟審査前承認待”と‟TKTC 審査中”：依頼者が【審査必要】として依頼を行った自己証明制度の調査 

・‟審査前承認待”と‟日商審査中”：日本商工会議所の判定が必要な第三者証明制度の調査 
 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

 

『回答期限』：この調査の回答期限を表示します。 

『回答方法』：この調査の回答方法を表示します。(参照 A8)回答方法について) 

『作業担当者』：［原産資格調査(D)編集］画面にて入力した作業担当者を表示します。 

 

 

『調査品情報』部：調査対象品の情報を表示します。 

項目名 説明 

調査 ID ・D+数値 10 桁 

・原産資格調査を作成すると、JAFTAS システムから自動で採番 

※ID 右手に「TKTC 審査対象品」と記載がある場合は、登録完了後に TKTC 審査

依頼へ遷移 

協定 利用する協定 

輸入通関国 調査対象品が最終的に輸入通関される国 ※日アセアン協定/RCEP 協定は必須 

HS コード 調査対象品の HS コード 6 桁 

HS 年版  利用協定が採用している HS 年版 

品番 調査対象品を特定するための情報 ※依頼受付時の自社品番 各種帳票に印字 

補助品番 調査対象品を特定するための情報 ※社内管理用 

調査起点 品名 調査対象品の起点企業の品名 

品名(英) 調査対象品名(英) 

品名(日) 調査対象品名(日) 

支給品メモ 支給品に関する依頼者からの伝達事項 

回答期限 依頼者が設定した原産資格調査の回答期限 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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『調査結果/途中経過』部：以下の①~④を表示します。 

 

① JAFTAS 調査結果 

原産資格調査の結果を表示します。 

【達成】各協定で規定された特恵基準を満たしている 

【未達成】各協定で規定された特恵基準を満たしていない 

【未判定】原産資格判定の実行前  

※調査受付時は【未判定】と表示されます。 

【JAFTAS 判定不可】システムで判定できない特恵基準を

選択した場合 

 

② 手動判定 

［原産資格調査(D)編集］画面で手動/システム外判定

を行った場合は結果を表示します。 

【達成】各協定で規定された特恵基準を満たしている 

【未達成】各協定で規定された特恵基準を満たしていない 

 

③ 有効期限/同意通知期限 

サプライヤー証明書・同意通知等の有効期限を表示します。 

【設定しない】［原産資格調査(D)編集］画面で設定 

【設定する】［原産資格調査(D)編集］画面で設定 

※日付が表示されます。 

 

④ 適用したその他基準 

救済規定を適用している場合に表示します。 

例)僅少の非原産材料・累積・代替性のある産品等 

 

 

『(1)生産と特恵基準①生産内容の確認』部：調査対象品の生産情報を表示します。 

・［原産資格調査(D) 編集］画面で入力した生産情報を

表示します。 

・調査対象品が日本国内で生産されているか、また生産行為

に該当する作業を行っているかを確認します。 

 

 

『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』部： 

［原産資格調査(D)編集］画面で選択した特恵基準および品目別原産地規則を表示します。 

② 
③  

④  

①  



 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  目次へ戻る   (D)   22  

Ver.8.5 

D2-2） 

『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択 (1)-関税分類変更基準』を選択したときには： 

僅少/許容限度を適用した場合の達成状況を表示します。 

(参照 D5) 

 

 

『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択 (1)- 付加価値基準』を選択したときには： 

［原産資格調査(D)編集］画面で付加価値基準

(RVC/VNM/MaxNOM)を選択すると表示され、基準値に対する

現在の達成率を確認することができます。(参照 D3-6-1) 

 

 

 

 

 

『(2)構成品の入力と原産資格判定』部：  

調査対象品の構成品を登録し、原産資格判定を行います。 

構成品登録方法および判定手順については、D3)JAFTAS 内

で調査を行う(システム判定) をご参照ください。 

 

① 選択タブ 

下記 3 種類のタブから、選択した特恵基準/品目別原産地

規則に合わせたタブを使用します。 

・CTC 

・VA 

・原産材料のみ(［原産資格調査(D)編集］画面にて 

原産材料のみからなる産品を選択すると表示されます。)  

 

② 「条件の確認」ボタン 

調査対象品の品目別原産地規則に紐づく条件を確認することが

できます。 

例)除外規定、僅少規定等 

 

③ 「原産資格判定」ボタン 

構成品情報を登録後にクリックし、品目別原産地規則を満たして

いるか確認をします(参照 D3-10)。調査結果は『調査結果/途

中経過』部に反映されます。 

調査対象品が「構成品」の場合には、「※この価格は、明確かつ客観的な根拠が必要となります。

不明な場合は【JAFTAS】サポートデスクへお問合せください。」とメッセージが表示されます。 

実際の販売価格に特別な取り決めがあった場合など、VA 計算の際には、分母に市場価格から乖離

しない価格を使用していることを示す客観的な根拠があることをご確認ください。 
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④ 構成品追加ボタン 

構成品を登録します。(参照 D3-2) 

「インポート」 

「FTA 用 BOM」 

「構成品追加」 

「構成品一括追加」 

 

⑤ 「クリア」ボタン 

表示中のタブの構成品を一括で削除します。 

※依頼中の構成品があると表示されません。表示させる場合は

「依頼紐付 取消」を行ってください。(参照 D4-4) 

 

⑥ 「CTC/VA からコピー」ボタン 

他タブの構成品情報をコピーします。(参照 D3) 

※他タブに情報が登録されていないと表示されません。 

 

⑦ 調査依頼 

構成品の調査を依頼します。(参照 D4-2)  

「個別依頼」 

「▶構成品一括依頼作成」 

「▶支給品依頼作成」 

 

⑧ 追加情報の入力 

自動生成される対比表・計算ワークシートにコメントを追加し

たい場合に登録する項目です。登録すると、自動生成の PDF

ファイルの最終シートに<6.追加情報>として印字されます。

（参照 D8-2,D8-3） 

 

記載例）構成品についての補足情報、 

生産内容や生産場所の補足説明等 

 

※赤枠に補足情報を入力後、都度「追加情報を保存」を

クリックして保存してください。 

※追加情報に何も入力しなければ、最終シートは作成されま

せん。 
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『(2)手動/システム外判定』部：［原産資格調査(D) 編集］画面で入力した情報を表示します。 

 

 

 

 

『(2)原産資格を明らかにするための資料』部：［原産資格調査(D) 編集］画面で添付したファイルを表示 

します。 

 

 

 

 

『(3)調査作成者情報』部：［原産資格調査(D) 編集］画面で入力した情報を表示します。 

 

 

 

 

『(4)日商関連情報』部：回答方法が同意通知、且つステータス‟日商審査中”以降に表示される欄です。 

日商審査が完了した後に、ポップアップにて入力した情報(参照 D7-1-1)もしくは［原産資格調査(D) 編集］画

面にて入力した情報を表示します。 

 

項目名*マークは必須入力項目です。 

項目名 説明 

審査結果* 日商審査結果を下記から選択 

「達成」/「未達成」 

日商判定番号* 日商から付与される判定番号 

申請日 日商への判定依頼日 

日商判定受付番号 日商から付与される判定受付番号 

申請者所属部署 申請者の所属部署 

申請者氏名 申請者の氏名 

申請者電話番号 申請者の電話番号 

申請者メールアドレス 申請者のメールアドレス 

判定事務所 申請先の判定事務所 

※企業情報に登録の情報がデフォルトで表示 

提出用データ社内承認日 「日商審査依頼前 承認」クリック時の日時が自動表示 

提出用データ承認者 「日商審査依頼前 承認」クリック後、当該承認者の情報が自動表示 
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『(4)承認者情報等』部：承認が完了した後に表示される欄です。 

この調査を最終的に承認したユーザーが「承認者」として登録され、完了を承認した日時が表示されます。 

※この欄は表示されるのみで、変更はできません。 

 

項目名 説明 

承認者所属部署 「調査完了承認」をクリックした承認者のログイン情報 

承認者氏名 

承認者電話番号 

承認者メールアドレス 

調査を開始した日時 原産資格調査を作成した日時 

完了承認日時 「調査完了承認」をクリックした日時 

 

『社内保管資料』部：［原産資格調査(D)編集］画面で添付したファイルを表示します。 

※社外には公開されません。 

 

 

 

『社内メモ』部：［原産資格調査(D)編集］画面で記載した情報を表示します。 

 

 

 

『作業履歴』部：入力等の作業を行った際の履歴が反映されます。 
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【ボタンの説明】 

原産資格調査開始時における［原産資格調査(D)詳細］画面にて表示されるボタンは下記の通りです。 

 

※ステータス‟調査中” 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

 

ボタンの名称 解説 

一覧へ戻る ［原産資格調査(D) 一覧］画面へ戻ります。※入力内容は保存されま

せん。 

✐編集 ［原産資格調査(D) 編集］画面へ遷移します。 

根拠書類ダウンロード JAFTAS で作成、入手した資料や添付した根拠資料一式を zip ファイル形

式でダウンロードできます。(参照 D8) 

※ボタンが表示されない場合は「原産資格判定」をクリックしてください。 

アーカイブ 対象の調査 ID がアーカイブされ、［原産資格調査(D) 一覧］画面に表

示されなくなります。(参照 共通機能 I-7)アーカイブ機能) 

以下、利用協定・調査結果により表示されるボタンが異なります。(参照 D7) 

日商審査準備完了 

 

・調査結果を達成として登録を完了します。 

・次画面にて TSV ファイルを出力し日商審査へ進みます。 

・回答方法が同意通知の場合に表示します。 

登録完了 

(日商審査なし) 

・調査結果を未達成として登録を完了します。 

・特恵基準を満たしていない為日商審査用の TSV ファイルは出力されませ

ん。 

・回答方法が同意通知の場合に表示します。 

登録完了 

 

・調査結果を達成/未達成として登録を完了します。 

・回答方法がサプライヤー証明書(輸出品/構成品)の場合に表示します。 

TKTC 審査準備完了 

 

・TKTC 審査対象品の場合に表示されます。 

・調査結果を達成として登録を完了します。 

・次画面にて TKTC 審査へ進みます。 

・回答方法がサプライヤー証明書(輸出品/構成品)の場合に表示します。 

登録完了 

(TKTC 審査なし) 

※自己証明/TKTC 審査 

・TKTC 審査契約対象品の場合に表示されます。 

・調査結果を未達成として登録を完了します。 

・特恵基準を満たしていない為 TKTC 審査は省略されます。 

・回答方法がサプライヤー証明書(輸出品/構成品)の場合に表示します。 

 

 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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※ステータス‟審査前承認待” 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

 

・日商審査を経るケース 

※詳細については、後述の D7-1)をご参照ください。 

 

ボタンの名称 解説 

日商審査依頼前 承認 確定権限者により、日商審査依頼内容を承認します。 

日商審査依頼前 却下 確定権限者により、日商審査依頼内容を却下し、調査中に戻します。 

 

・TKTC 審査を経るケース 

※詳細については、荷姿が輸出品の場合 D7-2-3)および D7-2-4)、 

構成品の場合 D7-3-3)および D7-3-4)をご参照ください。 

 

ボタンの名称 解説 

TKTC 審査依頼前 承認 確定権限者により、TKTC 審査依頼内容を承認します。 

TKTC 審査依頼前 却下 確定権限者により、TKTC 審査依頼内容を却下し、調査中に戻します。 

 

※ステータス‟調査完了承認待” 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

 

 

ボタンの名称 解説 

調査完了 承認 確定権限者により、調査結果を承認します。 

承認すると調査完了となり調査内容の修正が不可となります。 

調査完了 却下  確定権限者により、調査結果を却下し、調査中に戻します。 

 

※ステータス‟調査完了” 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

 

 

 

ボタンの名称 解説 

一覧へ戻る ［原産資格調査(D) 一覧］画面へ戻ります。 

編集 ［原産資格調査(D) 編集］画面へ遷移します。 
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根拠書類ダウンロード JAFTAS で作成、入手した資料や添付した根拠資料一式を zip ファイル形

式でダウンロードできます。(参照 D8) 

再判定(構成品の原産資

格喪失を考慮します) 

構成品の依頼を行い当該構成品を「達成」として原産資格調査を完了した

場合に、当該構成品について原産資格喪失の連絡を受信したとき、当該部

品が「未達成」となったことの影響をシミュレーションできます。 

原産資格喪失通知 ・調査対象品の原産資格の喪失を、回答者から依頼者へ連絡します。(参

照 D10) 

※依頼者からの依頼により原産資格調査を行った場合、且つ依頼者が回 

答を承認した後(紐づく回答 ID がステータス承認済になると)にボタンが表 

示されます。 
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D3）JAFTAS 内で原産資格調査を行う(システム判定) 
JAFTAS 内で原産資格判定を行うには、［原産資格調査(D)詳細］画面にて【構成品登録】【原産資格調査】

【原産資格判定】を行います。 

 

 

 

 

 

【構成品登録】 

D3-1）基本情報 
【［原産資格調査(D) 詳細］画面 （２）構成品の入力と原産資格判定】 

項目名 説明 

階層アイコン 

 

・アイコンをクリックすることで下位の階層を開く /閉じる  

(構成品情報に階層が登録されている場合に限る)  

・階層は【インポート】【FTA 用 BOM からの登録】のみで登録が可能 

✐ボタン ［調査対象構成品 編集］画面へ遷移し構成品情報の修正が可能 

階層  階層を図で表示 

品番 構成品の品番 

補助品番 構成品の補助品番 

構成品名(英) 構成品名(英) 

構成品名(日) 構成品名(日) 

HS コード 構成品の HS コード(4 桁/6 桁) ※構成品の依頼を行う場合は 6 桁を入力すること 

依頼対象 ［調査対象構成品 登録/編集］画面で【調査対象外】を選択すると「×」が表示 

※依頼の対象から除外されるため依頼ボタンが表示されなくなる 

個数 構成品の個数 

調査結果 構成品の調査結果 

仕入先 仕入先の企業名 

価格 構成品の単価 

金額合計 構成品の合計金額 

ステータス 構成品の依頼を行った場合は<調査依頼・回答受信(R)>でのステータスを表示 

依頼番号 構成品の依頼 ID 

有効期限 構成品の調査結果に関して回答者が設定した有効期限 

その他基準 救済規定の適用の際に表示(参照 D5) 

備考 ［調査対象構成品 登録/編集］画面にて登録した『社内メモ』を表示 

クリア 構成品の削除 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 
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D3-2-1）構成品を登録する(1 件ずつ) 
「構成品追加」をクリックし、［調査対象構成品 登録］画面に

て構成品を個別に登録します。項目名*マークは必須入力項目

（一部は条件に依り必須）です。 

仕入先が複数ある場合、「仕入先追加」をクリックすると行を追加

できます。 

※仕入先が複数ある場合、すべての仕入先からの調査結果が 

「達成」となっている必要があります。 

 

『構成品』 

項目名 説明 

品番* 構成品の自社品番を入力 

補助品番 構成品の補助品番を入力 

構成品名(英)* 構成品の品名 

※いずれか必須 構成品名(日)* 

HS コード* 構成品の HS コード(4 桁/6 桁) 

※CTC は必須、VA は任意 

個数* 構成品の個数 

※CTC は任意、VA は必須 

調査対象外 調査依頼の対象外とする場合は☑を付

ける 

 

『各仕入先情報』 

項目名 説明 

仕入先* 仕入先の選択 

※調査依頼を行う際は必須(参照 D4) 

単価* 構成品の単価 

※CTC は任意、VA は必須 

※小数第 3 位（0.000）まで入力可 

※次ページ もご参照ください 

 

『その他基準』 

救済規定を利用する場合に選択します。(参照 D5) 

 

『社内メモ』 

・自由記入(500 文字以内) ※根拠資料には反映されません。

◆［調査対象構成品 編集］画面（参
照 D3-3）では、追加の資料（構成品
の原産資格を明らかにするための資料）
を追加することが出来ます。 

◆仕入先の選択について 
仕入先コードが登録されていないと選択
肢に表示されません。仕入先一覧にて
仕入先コードを登録ください 

 
◆入力補助マスタ情報から調査対象品

の品番、補助品番、品名、HS コードを
紐づけることが出来ます。(参照 共通
機能 II-3-1)輸出品/構成品マスタの
機能・品番 HS コードマスタの機能) 

 

◆HS コードを特定する際は、HS LAB(HS
コード特定サービス)をご利用いただくと便
利です。 

  詳細は 共通機能 I-8)HS コード特定に
関する情報提供 をご参照ください。 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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D3-2-2）構成品をまとめて登録する(一括追加)  
「▶構成品一括追加」をクリックし、［調査対象構成品 一括登

録］画面にて構成品をまとめて登録します。 

 

 

『構成品』 

項目名 説明 

品番* 構成品の自社品番を入力 

補助品番 構成品の補助品番を入力 

HS コード* 構成品の HS コード(4 桁/6 桁) 

※CTC は必須、VA は任意 

調査対象外 調査依頼の対象外とする場合は☑を付

ける 

構成品名(英)* 構成品の品名 

※いずれか必須 構成品名(日)* 

仕入先* 仕入先の選択 

※調査依頼を行う際は必須(参照

D4) 

単価* 構成品の単価 

※CTC は任意、VA は必須 

※小数第 3 位（0.000）まで入力可 

個数* 構成品の個数 

※CTC は任意、VA は必須 

 

 

 

◆複数の構成品を登録する場合に行を追加 

します。 

 

付加価値基準を使用する際には「単

価」と「個数」の両方の入力が必要で

す。粉末の原料など、個数が特定でき

ない場合でも、単位当たり単価を「単

価」に、使用単位を「個数」に入力する

などしてご対応ください。 

 
◆入力補助マスタ情報から調査対象品

の品番、補助品番、品名、HS コードを
紐づけることが出来ます。(参照 共通
機能 II-3-1)輸出品/構成品マスタの
機能・品番 HS コードマスタの機能) 

 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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D3-2-3） 

D3-2-3）構成品をインポートする 
・インポートデータを取込し構成品情報を一括登録します。 

・フォーマットは FTA 用 BOM と共通です。フォーマットについて

は、D11-2)FTA 用 BOM をご参照ください。 

・階層の登録を行うことができます。 

 

「インポート」をクリックします。 

 

1) Browse より調査対象品のテキストファイルを選択します。 

インポートデータの作成については、別添資料 1-X4)FTA 

用 BOM インポート/構成品一括取込 をご参照ください。 

※ファイル名の先頭は「bom_」としてください。 

※［原産資格調査(D) 編集］画面にて品目別原産地 

規則を先に選択している必要があります。 

 

2) インポートが開始されます。 

・「登録成功 〇〇件インポートしました」と表示されます。 

 

 

・取込内容にエラーがある場合は赤字で「入力データに誤りが

あります。メッセージ欄をご確認ください」と表示されます。画

面下の「クリア」をクリックし、修正したデータを再度アップロード

してください。 

  

 

 

 

 

3) 登録が終わったら、「戻る」をクリックし［原産資格調査(D) 

詳細］画面へ戻ります。 

 

4) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』に取込データが反映

されます。 

 

◆インポート操作については、共通機能Ⅰ-
6) ◆インポート機能と利用に関しての
注意点もご参照ください。 

 

◆構成品に対する説明等を追加した対比表・計算 WS を自動作成するには、インポート後、別途『追加情
報の入力』欄（参照 D2-2）をご活用ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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D3-2-4） 

D3-2-4）構成品を FTA 用 BOM から登録する 
・予め登録済の FTA 用 BOM から対象データを紐付し構成品を登録します。 

・FTA 用 BOM への登録方法については、D11-2)FTA 用 BOM をご参照ください。 

・階層の登録を行うことができます。 

 

 

1) 「FTA 用 BOM から作成」をクリックします。 

 

2) 表示されるポップアップにて「「FTA 用 BOM から作成」をクリッ

クします。 

 

3) 下記が一致するデータを FTA 用 BOM から紐付します。 

・対象品番 

・補助品番 

・品目別原産地規則 

・協定 

 

4) 紐付けされたデータが『(2)構成品の入力と原産資格判定』に

反映されます。 

 

 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、
BOM を取込後、別途『追加情報の入

力』欄（参照 D2-2）をご活用くださ
い。 
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D3-3） 

D3-3）登録した構成品情報を編集する 
登録した構成品情報を編集する手順をご案内します。 

 

 

1) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』の✐マークをクリックし

ます。 

 

2) ［調査対象構成品 編集］画面に遷移します。 

・『判定結果』 

当該構成品のシステム判定結果、および依頼を行った 

場合の回答結果を表示します。 

 

・『構成品の原産資格を明らかにするための資料』 

各構成品に対し、追加の資料をここに添付することが出 

来ます。この画面で添付した資料は、「根拠書類ダウン  

ロード（参照 D8）」でもダウンロードの対象となります。  

 

3) 編集後、「更新」をクリックすると［原産資格調査(D) 詳

細］画面へ遷移します。 
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D3-4） 

D3-4）構成品の階層表示 
・「インポート」「FTA 用 BOM から作成」で取込した階層情報を確認する手順をご案内します。 

・階層の編集は JAFTAS 上では行えません。修正をする場合は再度インポートを行う必要があります。 

・「原産資格判定」をクリックすると、表示されている一番下位の階層で判定が行われます。この場合、根拠資料 

(対比表・計算 WS)も下位階層の表記となります。 

・原産資格判定後に階層アイコンをクリックすると、判定結果がクリアされますのでご注意ください。 

 

 

【階層アイコン】 

1) 取込後は第一階層のみが表示されます。 

 

2) 第二階層以下を開くには アイコンをクリックします。 

※上位階層はグレー掛けされ下位の階層が優先されます。 

 

3) アイコンをクリックすると下位の階層が閉じます。 

 

4) 下記ボタンにて、すべての階層を一度に開く/閉じることが

可能です。 

※依頼が作成されている構成品は、常に表示されます。 

当該ボタンをクリックしても、上下の階層にかかわらず、 

開閉されません。 

 

 

 

【階層表示】 

関連する階層関係を線で表示し目視できます。 

◆VA ルールにてシミュレーションを行う場
合、まずはすべての階層を開いた状態で
原産資格判定を行ってください。 
階層の操作方法について、ご不明点がご
ざいましたらサポートデスクにお問い合わせ
ください。 
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D3-5-1） 

【原産資格調査】 

D3-5-1）CTC・かんたんモード 
・入力項目が最小限で済む初心者向けのモードです。自社内で生産が完結する場合等にご利用頂くと便利です。 

・構成品からの調査依頼・支給品調査依頼は掛けられません。依頼が必要な場合は通常モードへ戻ってください。 

・かんたんモードは CTC ルールの調査のみで利用できます。 

 

 

1) 「かんたん」をクリックすると、CTC タブの表示が「かんたん」モ

ードに変わります。 

※「通常」をクリックすると通常モードに戻ります。 

 

項目名 説明 

✐ボタン ・[調査対象構成品 編集]画面へ遷移 

・構成品情報を修正可能 

品番 構成品の品番 

補助品番 構成品の補助品番 

構成品名(英) 構成品名 

※英・日いずれか必須 構成品名(日) 

HS コード 構成品の HS コード(4 桁/6 桁)  

調査結果 構成品の調査結果 

クリア 構成品の削除 

 

 

2) 「■構成品情報を確認するにあたって」の項目を確認しチェック

ボックスに☑を入れます。 

※「❕資料の準備」「❕HS コード」をクリックし詳細をご確認く 

ださい。 

※ご不明な点がございましたらサポートデスクへお問い合わ 

せください。 

 

 

3) 下記いずれかの方法で構成品を登録します。 

・「構成品追加」 構成品を 1 つずつ登録します。 

・「構成品一括追加」 構成品を一括で登録します。 

 

 

ｃ 
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D3-5-1） 

項目名*マークは必須入力項目です。 

項目名 説明 

品番* 構成品の自社品番を入力 

補助品番 構成品の補助品番を入力 

構成品名(英) * 構成品の品名を入力 

※英・日いずれか必須 構成品名(日) * 

HS コード* 構成品の HS コード(4 桁/6 桁) 

社内メモ ・自由記入(500 文字以内) 

・根拠資料には反映されない 

 

4) 「原産資格判定」をクリックします。(参照 D3-10) 

 

5) 調査結果を確認します。 

 

6) 必要に応じて「根拠書類ダウンロード」をクリックし、対比表の

ドラフトをダウンロードして記載内容を確認してください。 

 

 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください。 
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D3-5-2） 

D3-5-2）CTC・通常モード 
CTC ルールの全ての機能をご利用頂けるモードです。 

 

 

1) 構成品を下記いずれかの方法で登録します。 

・「構成品追加」 (参照 D3-2-1) 

・「構成品一括追加」 (参照 D3-2-2)  

・「インポート」 (参照 D3-2-3) 

・「FTA 用 BOM から作成」 (参照 D3-2-4) 

・「VA からコピー」 

※VA タブに登録済の構成品情報をコピーします。 

※依頼情報は紐付けされません。 

 

2) 「条件の確認」を行います。  

調査対象品の HS コードに付された協定上の条件を確認

することができます。 

例）僅少(価格：10)と表示されていた場合 

価格ベースで 10％未満の構成品については僅少 

(許容限度)規定を利用できます。 

※CTC ルールの条件として SP ルール(加工工程基準) 

が付されている場合はシステム外判定となります。 

(参照 D6)  

 

3) 構成品の依頼を行います。 

品目別原産地規則を満たしていない構成品があれば、必

要に応じて調査依頼を行います。(参照 D4) 

 

4) 「原産資格判定」をクリックします。(参照 D3-10) 

 

5) 調査結果を確認します。 

未達成の場合は、必要に応じて構成品の依頼(参照 D4)

や救済規定の利用(参照 D5)等を検討します。 

 

6) 必要に応じて画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリック

し、対比表のドラフトにて記載内容を確認してください。 

 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください。 
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D3-6-1） 

D3-6-1）VA・通常モード 
VA ルールで原産資格調査を行う方法をご案内します。 

 

1) 構成品を下記いずれかの方法で登録します。 

・「構成品追加」 (参照 D3-2-1) 

・「構成品一括追加」 (参照 D3-2-2)  

・「インポート」 (参照 D3-2-3)  

・「FTA 用 BOM から作成」 (参照 D3-2-4)  

・「CTC からコピー」 

※CTC タブに登録済の構成品情報をコピーします。 

※依頼情報は紐付けされません。 

 

 

2) 達成率を確認します。  

『(1)-付加価値基準』で基準値に対する現在の達成率を

確認することができます。 

※救済規定(累積/代替性のある産品及び材料)を利用す

る場合は、「JAFTAS 外の資料取込」を行い調査結果が

「達成」になると『(1)-付加価値基準』の達成率に反映さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

【達成率】 

登録済の産品価額(FOB/EXW)と非原産材料価額

(VNM)を RVC/MaxNOM の計算式に当てはめ、現在の

達成率を算出します。 

・RVC＝（FOB－VNM）/FOB 

・MaxNOM＝VNM/EXW 

 

【基準値】 

協定基準値と社内基準値の合計値を表示します。 

協定基準値＋社内基準値＝達成する基準値 

 

 
◆「CTC からコピー」機能について 

CTC での構成品画面にも「個数」「単
価」があり、インポート等でデータを取り込
むことが出来ます。「CTC からコピー」機
能を使用すると、CTC での構成品情報
がそのままコピーされます。 

 
◆より保守的な観点から原産資格調査を行う

ため、各計算式における端数処理は下記
の通りとしています。 

RVC：小数点第 2 位以下を切捨てる 
MaxNOM：小数点第 2 位以下を切上げる 
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D3-6-1） 

【基準値達成まで、あと〇〇％です】 

基準値を達成まで、あとどのくらいかを％で表示します。 

 

【前回原産資格判定時】 

1 つ前の「原産資格判定」をクリックした時の情報を表示し

ます。 

例)「原産資格判定(1 回目)」をクリック後、構成品情報

を変更し再度「原産資格判定(2 回目)」をクリックする

と、1 回目の達成率/基準値が表示され比較すること

ができます。 

 

【FOB/EXW】 

［原産資格調査(D)編集］画面で登録した産品価額

(FOB/VNM)を表示します。 

 

3) 構成品の依頼を行います。 

品目別原産地規則を満たしていない構成品があれば、必

要に応じて調査依頼を行います。(参照 D4) 

 

4) 「原産資格判定」をクリックします。(参照 D3-10) 

 

5) 調査結果を確認します。 

未達成の場合は、必要に応じて構成品の依頼(参照 D4)

や救済規定の利用(参照 D5)等を検討します。 

 

6) 必要に応じて画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリック

し、計算 WS のドラフトにて記載内容を確認してください。 

 
 

◆協定基準値をクリアしても社内基準値を
クリアしなければ判定結果は未達成とな
ります。 
今回のみ社内基準値をクリアせずそのま
ま進めるような場合は、［原産資格調
査(D)編集］画面にて社内基準値の設
定を下げて次へ進めてください。 
※協定基準値に対してバッファーがありま 

せんので定期的な原産性確認を行う 
ことを推奨致します。    

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください。 
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D3-6-2） 

D3-6-2）VA・シミュレーションについて 
VA の基準値を満たすために、価額の高い構成品を原産材料として証明するようお薦めする機能です。 

依頼対象品の選定にご活用ください。 

 

 

・原産材料とすることで VA の基準値を満たす構成品は青で色

付けされ、達成時の試算を％で表示します。(「原産資格確認

対象達成時の試算」) 

 

・全ての構成品を原産材料としても VA の基準値を満たさない場

合は、構成品全体が黄色で色付けされ、メッセージで「対象の

構成品をすべて達成しても、VA 基準を満せません」と表示され

ます。 

 

※調査依頼中の構成品は達成になったと仮定し計算します。 

 

【シミュレーションの対象外となる場合】 

・調査対象外としている構成品(「依頼対象」の表示が 

✖となっているもの)(参照 D3-1) 

・調査が完了している構成品(すでに「達成」としている) 

・チェックボックスに☑を入れている構成品 

 

【特定の構成品をシミュレーションの対象から外すには】 

チェックボックスに☑を入れることで対象外とすることができます。 

・チェックあり:シミュレーションの対象から外す 

・チェックなし:シミュレーションの対象とする(デフォルト)  

 

【構成品を金額順に並び替えるには】 

構成品が多い場合等にご活用ください。 

・「金額合計」をクリック：▲金額が低い順に並びます。 

・「金額合計」を再度クリック：▼金額が高い順に並びます。 

・「金額合計」を更にクリック：登録時の順に戻ります。 
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D3-7 

D3-7）CTC+VA ルール 
CTC/VA の各タブで構成品を登録し調査を行います。 

 

 

・［原産資格調査(D)詳細］画面を更新すると CTC タブが

最初に表示されます。 

※VA タブの作業中であれば、誤って CTC タブを更新して 

しまわないよう、画面更新後はタブの選択を必ず行うよう 

にしてください。 

 

・「CTC/VA からコピー」をクリックすると片方のタブの構成品情

報を複写できます。 

 

※片方のタブで構成品の依頼を行い、もう片方のタブにそ 

の調査結果を反映させるには「依頼再利用」を行ってくだ 

さい。(参照 D4-5)  

 

例)CTC タブにて構成品 a を依頼し、調査結果を達成とし

た。VA タブの構成品 a は依頼を行わずとも「依頼再利

用」を行うことで調査結果を達成とできる。 
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D3-8）原産材料のみから生産される産品 
原産材料のみから生産される産品（カテゴリーB）で原産資格調査を行う方法をご案内します。 

 

 

1) 構成品を下記いずれかの方法で登録します。 

・「構成品追加」 (参照 D3-2-1) 

・「▶構成品一括追加」 (参照 D3-2-2) 

・「インポート」 (参照 D3-2-3) 

・「FTA 用 BOM から作成」 (参照 D3-2-4) 

・「CTC/VA からコピー」 

※CTC/VA タブに登録済の構成品情報をコピーします。 

※依頼情報は紐付けされません。 

 

2) 構成品の依頼を行います。 

品目別原産地規則を満たしていない構成品があれば、必

要に応じて調査依頼を行います。(参照 D4)  

 

3) 「原産資格判定」をクリックします。(参照 D3-10) 

 

4) 調査結果を確認します。 

未達成の場合は、必要に応じて構成品の依頼(参照 D4)

や救済規定の利用(参照 D5)等を検討してください。 

 

5) 必要に応じて画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリック

し、根拠書類のドラフトにて記載内容を確認してください。 

 

◆非原産材料を使用して生産される産品
（カテゴリーC）にて構成品のサプライヤ

ー証明書を取得し、登録したすべての構
成品が原産となった場合、使用する原
産品の基準を原産材料のみから生産さ
れる産品（カテゴリーB）に変更するよう
エラーが表示されます。 

  CTC/VA タブに構成品を登録済の場
合、「CTC/VA からコピー」ボタンを使用
すると、登録した内容を引き継ぐことがで
きます。 

 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください 
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D3-9）輸出者判定品 
＜FTA 対象品(輸出品)(E)＞で調査種別を輸出者判定品として登録すると、輸出者として調査対象品の原産

資格調査を行うことができます。※契約利用者のみ対象です。 

輸出者判定品の登録方法については、E/P5-1)輸出者判定品の原産資格調査 をご参照ください。 

輸出者判定品の場合、［原産資格調査(D) 詳細/編集］画面に【輸出者判定品】と表示されます。 

 

 

1) 構成品を下記いずれかの方法で登録します。 

・「構成品追加」 (参照 D3-2-1)  

・「▶構成品一括追加」 (参照 D3-2-2) 

・「インポート」 (参照 D3-2-3) 

※仕入先は自動的に「システム外」として登録されます。 

 

2) 調査結果が「未達成」の構成品がある場合 

① 対象構成品の✐マークをクリックし、［調査対象構成品

【輸出者判定品】 編集］画面に遷移します。 

 

② 『構成品の原産資格を明らかにするための資料』部に構

成品の原産性を証明する資料（サプライヤー証明書

等）を添付し、「更新」をクリックします。 

 

③ 対象構成品のチェックボックスに☑を入れます。 

 

④ 「手動判定[達成]」をクリックすると対象構成品の調査

結果が「達成[手動]」となります。 

※再度チェックボックスに☑を入れ「手動判定[クリア]」 

をクリックすると、調査結果が「未達成」となります。 

 

3) すべての構成品を登録したら、「原産資格判定」をクリックしま

す。(参照 D3-10) 

 

4) 調査結果を確認します。 

必要に応じて画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリックし、

根拠書類のドラフトにて記載内容を確認してください。 

 

◆添付した資料は「根拠書類ダウンロード」
を行った際にダウンロードされます。 

 

◆輸出者判定品にて原産資格調査を行う

場合、構成品の「依頼作成」ボタンは表
示されません。 
生産者ではない輸出者が原産資格の判
定者となるため、判定者と構成品生産者
を直接につなぐ商流が存在しないことか
ら、輸出者判定品の調査からの依頼機
能は備えておりません。 

 

③ 

④ 

◆構成品に対する説明等を追加した対比
表・計算 WS を自動作成するには、『追
加情報の入力』欄（参照 D2-2）をご
活用ください。◆①JAFTAS 調査結果と
②手動判定の両方に結果が表示されて

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_e_and_p.pdf
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【原産資格判定】 

D3-10）原産資格判定を行う 
構成品の登録後に、品目別原産地規則を満たしているか確認を行います。 

 

 

1) 「原産資格判定」をクリックします。 

  

2) 【原産資格判定の確認事項】がポップアップに表示されます。 

・日本で生産されていること、登録情報に誤りがないこと、全て

の構成品を網羅していること等を確認します。 

・確認後「はい」を選択すると「原産資格判定」をクリックできま

す。 

・調査対象品が下記の確認事項を満たしていなければ、判定

結果が「達成」であっても無効となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆【原産資格判定の確認事項】 
1.「内製品」として、日本で自社にて生産されていることを確認しましたか？ 
2. 調査対象品の生産に関する正確な情報（生産工場名・生産工場所在地・生産内容）および対

象品の構成材料について正確な情報に基づき調査を行いましたか？ 
3. 調査対象品に使用されている構成材料は全て入力しましたか？ 

4. 調査対象品の構成材料に対して行った作業が、原産資格を与えない単純な作業のみでないことを確
認しましたか？ 

  ※原産材料のみからなる産品の場合は、単純な作業のみでないことを確認しましたか？ 
  また、記載されている構成材料から調査対象品への加工はすべて締約国内で行われていることを確

認しましたか？ 
5. 構成材料は貴社が外部から購入した単位を最終単位としていますか、または構成材料が自社の内

製部品である場合、その単位は生産工程等の実態に即していますか？ 
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3) 調査結果を確認します。 

下記 2 か所に調査結果が表示されます。 

 

『調査結果/途中結果』 

総合的な原産資格調査の結果を表示します。 

【達成】各協定で規定された特恵基準を満たしている 

【未達成】各協定で規定された特恵基準満たしていない 

【未判定】原産資格判定の実行前  

【JAFTAS 判定不可】システムで判定できない特恵基 

準を選択した場合 

 

『(2)構成品の入力と原産資格判定』 

・各タブの調査結果を表示します。 

・CTC+VA の調査はタブを選択して各々の調査結果 

を確認します。 

・未達成の場合はエラーメッセージが赤字で表示されます。 

【達成】各協定で規定された品目別原産地規則を満 

たしている 

【未達成】各協定で規定された品目別原産地規則を 

満たしていない 

  

4) 達成の場合は、D7)原産資格判定が終わったら をご参照く

ださい。 

 

5) 未達成の場合は、下記いずれかを検討してださい。 

 

・構成品を「達成」とできるか検討します。(参照 D4) 

 

・適用する特恵基準を変更します。 

① 「編集」をクリックし［原産資格調査(D) 編集］画面へ

遷移します。 

② 『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』より

原産品の基準もしくは品目別原産地規則を変更しま

す。 

③ 「次へ」をクリックし［原産資格調査(D) 詳細］画面

へ遷移します。 
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④ ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて再度原産資格

調査を行います。 

・救済規定の利用を検討します。(参照 D5)  

 

 

 

 

 

 

・未達成で原産資格調査を完了します。(参照 D7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆原産資格判定クリック時に「依頼中の構成品があります」

と表示された場合 

必要に応じて依頼の取下等を行ってください。(参照 依

頼の機能 R7)依頼の取下げを行う) 

 

・依頼中の構成品がある場合は、「審査準備完了/登録完了」をクリックしてもエラーメッセージが表示され先へ進

めません。 

・以下のような場合は構成品の「依頼紐付 取消」が必要です。 

-依頼中の構成品があるが調査結果が「達成」となった 

-依頼中の構成品があるが「未達成」として終わらせる 

・「依頼紐付 取消」をクリックすると当該依頼は原産資格 ID との紐付けが無くなり浮いた状態になります。必要

に応じて依頼の取下等を行ってください。(参照 依頼の機能 R7)依頼の取下げを行う) 

・ご不明な点がございましたらサポートデスクへお問い合わせください。 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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D4）構成品の調査依頼を作成する 
調査対象品の構成品から依頼を作成する手順をご案内します。 

 

※下記の場合は本機能の対象外となります。 

・CTC ルールのかんたんモードを選択している(参照 D3-5-1) 

・システム外判定で調査を進めている(参照 D6) 

・システム上で調査ができない 

 

D4-1）依頼を作成する条件 
依頼が作成できる条件(「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」が表示される条件)は下記の通りです。 

ボタン表示後の手順については、D4-2)依頼を作成する をご参照ください。 

 

 

【CTC ルール】 

1) 構成品の登録後、「原産資格判定」をクリックします。 

 

2) CTC 未達成の構成品に「▶依頼作成」「▶支給品依頼

作成」ボタンが表示されます。 

※構成品の HS コード 6 桁および仕入先が未登録の場合

には、ボタンの表示はされません。［調査対象構成品 編

集］画面にて登録を行ってください。 

 

 

【VA ルール】 

構成品の登録後、HS コード 6 桁と仕入先が登録されてい

る構成品に「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」ボタンが

表示されます。 

※構成品の HS コード 6 桁および仕入先が未登録の場合

には、ボタンの表示はされません。［調査対象構成品 編

集］画面にて登録を行ってください。 

 

 

【CTC ルール+VA ルール】 

・「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」ボタンは CTC/VA そ

れぞれのタブに表示されます。表示される条件は前出の

【CTC ルール】【VA ルール】をご参照ください。 

◆支給品(外製品の生産に際し、依頼者が

一部部品を支給しているケース)の依頼を行

う場合は、構成品の仕入先を依頼者企業で

登録します。仕入先を依頼者とすると、「

依頼作成」の代わりに「 支給品依頼作

成」が表示されます。 
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・片方のタブで構成品の調査依頼を行っても、当該構成品の

調査結果はもう片方のタブには反映されません。 

反映させる場合は、D4-5)過去の調査依頼を再利用する 

をご参照ください。(構成品認識の粒度が同一の場合) 

例)CTC タブで構成品 A の調査依頼を行い達成の回答を得

た。VA タブでも当該調査結果を反映させて構成品 A を達

成として扱いたい場合等 

 

 

【原産材料のみから生産される産品】 

構成品の登録後、HS コード 6 桁と仕入先が登録されている構

成品に「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」ボタンが表示され

ます。 

※構成品の HS コード 6 桁および仕入先が未登録の場合に

は、ボタンの表示はされません。［調査対象構成品 編集］

画面にて登録を行ってください。 

 

 

【構成品一括依頼作成】 

一部、ボタンの表示条件が、構成品欄におけるボタン表示条件

と異なります。 

 

選択する品目別原産地規則 構成品欄におけるボタン表示条件 一括依頼作成におけるボタン表示条件 

CTC ルール 構成品の HS コード 6 桁と仕入先

の登録があり、かつ、システム判定

の結果が未達成 

同左 

VA ルール 構成品の HS コード 6 桁と仕入先

の登録がある 

左記に加え、価格と金額（VA の場合の

必須項目）の登録がある 

CTC ルール+VA ルール CTC タブ：CTC ルールと同条件 

VA タブ：VA ルールと同条件 

CTC/VA の何れかの表示要件を満たし

ている（ただし表示要件を満たしていない

方のタブには紐づかない） 

原産材料のみから生産される

産品 

構成品の HS コード 6 桁と仕入先

の登録がある 

一括依頼作成対象外（構成品欄から

のみ依頼作成可能です） 

※上記条件に関わらず、調査対象外にチェックが入っている構成品については、ボタンは表示されません。 

 

◆CTC+VA の条件で調査を進めるにあたり、 

構成品の認識の粒度(部品の単位の認識) 

が CTC の対比表と VA の計算 WS で異な 

る場合、構成品の入力情報を揃えずに調 

査を進めることができます。 

例）CTC ルールでは組立図に従った構成品 

認識で調査を行い、VA ルールでは原価情 

報に従った構成品で調査を行う等 

※調査は、実際の生産情報を基に漏れなく適 

切に入力されていることをご確認ください。 
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D4-2-1）依頼を作成する(1 件ずつ) 
「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」ボタン表示後、構成品ごとに依頼を作成する方法をご案内します。 

※内製品・外製品ともに同じ手順となります。 

 

1) 各構成品の「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」をクリッ

クするとポップアップが表示されます。回答期限を入力後、

「はい」をクリックします。 

 

・仕入先設定(参照 共通機能 III-1)仕入先管理(依頼

者))で回答期限が登録済であれば、その日数での日付が

表示されます。 

・仕入先設定の回答期限が未登録であれば、企業情報

(参照 共通機能 II-1)企業情報について)の登録日数で

の日付が表示されます。 

・変更する場合は日付を手入力するか、表示欄をクリックす

るとカレンダーが表示されますので、設定したい日付を選択

します。 

 

2) 構成品の依頼 ID が新規で作成され、「調査依頼・回答受

信 詳細」画面が別のタブで開きます。 

 

・画面上部に調査 ID が記載されており、どの原産資格調査

に紐づく依頼か判別できます。 

・調査 ID をクリックすると、別のタブで［原産資格調査(D) 

詳細］画面を表示することができます。 

・支給品の場合は『依頼情報』の支給品フラグに☑がつきま

す。 

 

3) 依頼内容を確認し「依頼送信」をクリックします。手順の詳

細については、R3)依頼を送信する をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

 

◆依頼送信を行うことができるのは、＜調査依

頼・回答受信(R)＞にて「確定可能」権限

を付与されたユーザーのみです。詳細につい

ては、依頼の機能 R)［調査依頼・回答

受信(R)］の機能 をご参照ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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D4-2-1） 

 

・依頼作成後は［原産資格調査(D) 詳細］画面の『(2)

構成品の入力と原産資格判定』に依頼 ID と進捗状況に

応じたステータスが表示されます。 

当該依頼 ID をクリックすると［調査依頼・回答受信 詳細］

画面へ遷移します。 

 

4) 構成品の＜調査依頼・回答送信(R)＞のステータスが 

‟承認済”になると、［原産資格調査(D) 詳細］画面に

て各構成品の調査結果欄に当該回答(達成/未達成)が

反映されます。 

※ステータス‟承認済”より前の時点では、調査結果欄 

に回答内容は反映されません。 

 

5) 「原産資格判定」をクリックすると、調査対象品の調査結果

が更新されます。 

後続の手順については、D7)原産資格判定が終わったら 

をご参照ください。 
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【支給品 HS 問い合わせ機能】 

調査対象の構成品が依頼者からの支給品である場合のみ、HS コードが不明でも調査依頼を作成する事ができます。 

※通常の調査依頼を作成する場合は、正しい HS コードの入力が必須になります。 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面『（２）構成品の入

力と原産資格判定』部にて、対象支給品の✐マーク、また

は「構成品追加」をクリックします。 

 

2) ［調査対象構成品 編集］画面、または［調査対象構

成品 登録］画面にて、HS コード欄に「999999」を入力

し、「999999：支給品 HS 問合せコード」を選択します。 

 

3) 仕入先欄にて依頼者（支給元）を選択します。 

※HS コードを 999999 とした場合、依頼者以外を仕入 

先に選択する事はできません。 

 

4) 必要情報を入力後、画面下部「更新」または「登録」をクリ

ックし、［原産資格調査(D) 詳細］画面に遷移します。

『（２）構成品の入力と原産資格判定』部右に「▶支給

品依頼作成」ボタンが表示されます。 

 

5) 「▶支給品依頼作成」をクリックし、通常通り依頼を作成す

ると依頼者（支給元）にて依頼を受付する際に HS コード

を変更する事ができます。 

※依頼を送信する際、HS コード変更の旨を［調査依 

頼・回答受信(R) 編集］画面『依頼情報』部の「支   

給品メモ」「メッセージ」欄等に記載いただく事を推奨い 

たします。 

 

6) 回答が返ってくると、HS コードが書き換わり以下画面へ反

映されます。HS コードが 999999 から変更されている事を

ご確認ください。 

・［調査依頼・回答受信(R) 詳細］画面 

・［調査依頼・回答受信(R) 編集］画面 

・［原産資格調査(D) 詳細］画面の『（２）構成品の

入力と原産資格判定』部 

※D の作業履歴には＜自社以外による更新＞として HS

コード変更の履歴が残ります。 

◆支給品 HS 問い合わせ機能は、FTA 用

BOM インポートには対応していません。 

構成品を FTA 用 BOM インポートで取り込

む際は、対象支給品の HS コードは一旦仮

の HS コードにて取り込んだ後（VA を使用

する場合は空欄でも可）、対象構成品の

✐マークから［調査対象構成品 編集］

画面にて HS コードを編集してください。 

作業者：＜自社以外による更新＞ 

作業内容：HS コード変更[999999]→

[830220]（品番：Shikyuhin3） 
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D4-2-2）複数の構成品の依頼をまとめて作成する 
複数の構成品の依頼を一括で作成する手順をご案内します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D)詳細］画面にて「▶構成品一括依

頼作成」をクリックします。 

 

2) ［構成品一括依頼作成］画面に遷移します。 

※依頼を作成する条件(参照 D4-1)を満たしている構 

成品のみ表示がされます。 

※構成品の表示順序は各項目横の▲▼をクリックすると 

変更できます。 

 

項目名 説明 

チェックボックス 依頼を作成する構成品に☑を付ける 

「🔁依頼再利用」 

ボタン 

過去に下記項目が全て一致する依頼が作成されている場合に表示(参照 D4-5) 

協定/輸入通関国(※日アセアン協定/RCEP 協定のみ)/審査種別(TKTC 審

査要否)/HS コード/品名(英日)/品番/補助品番/仕入先企業 ID/回答方法

/企業 ID/調査起点企業 ID・品番・品名(英日)/仕入先企業名 

協定 
［原産資格調査(D) 詳細］画面の『調査品情報』を反映 

輸入通関国 

HS コード 

［原産資格調査(D) 詳細］画面の 

『(2)構成品の入力と原産資格判定』を反映 

構成品番 

構成品補助品番 

構成品名(英) 

構成品名(日) 

仕入先 

親調査品番 ［原産資格調査(D) 詳細］画面の『調査品情報』を反映 

回答方法 外製品:サプライヤー証明書(構成品) 

内製品:対比表・計算 WS 

調査 ID 調査対象品の調査 ID 

審査種別 下記いずれかを表示 

日商審査/TKTC 審査/(TKTC)審査なし 

 

3) 依頼を作成する構成品に☑を入れ選択します。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 
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4) 選択が完了したら「▶一括作成」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 表示されるポップアップにて回答期限を入力します。 

 

・企業情報(参照 共通機能 II-1)企業情報について)の登

録日数での日付が初期表示されます。 

・変更する場合は日付を手入力するか、表示欄をクリックする

とカレンダーが表示されますので、設定したい日付を選択しま

す。 

 

6) 回答期限の入力後、「はい」をクリックします。 

 

・各構成品の依頼 ID が＜調査依頼・回答受信 (R)＞に新

規で作成されます。(ステータス‟作成中”となります。) 

・依頼の送信は<調査依頼・回答受信 一覧>画面より行っ

てください。(参照 R3)依頼を送信する) 

 

7)  [構成品一括依頼作成]画面に戻ります。 

※依頼を作成した構成品は[構成品一括依頼作成]画 

面には表示されなくなります。 

 

8) 「戻る」をクリックすると[原産資格調査(D) 詳細]画面に遷

移します。 

 

・依頼作成後は[原産資格調査(D) 詳細]画面の『(2)構

成品の入力と原産資格判定』に進捗状況に応じたステータ

スと依頼番号が表示されます。 

・依頼 ID をクリックすると、［原産資格調査(D) 詳細］画

面と別のタブで構成品の［調査依頼・回答受信(R) 詳

細］画面が表示されます。 

⑧ 

① 

② 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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9) ＜調査依頼・回答受信 (R)＞より、作成した依頼の送信

を行います。(参照 R3)依頼を送信する) 

 

10) 構成品の＜調査依頼・回答送信(R)＞のステータスが 

‟承認済”となると、［原産資格調査(D) 詳細］画面 で

各構成品の調査結果欄に当該回答(達成/未達成)が反

映されます。 

※ステータス‟承認済”より前の時点では、調査結果欄 

に回答内容は反映されません。 

 

11) 「原産資格判定」をクリックすると、調査対象品の調査結

果が更新されます。 

後続の手順については、D7)原産資格判定が終わったら 

をご参照ください。 

 
◆複数の調査対象品の構成品の依頼をまとめ

て作成することも可能です。 

<構成品一括依頼作成>メニューより行うこ

とができます。手順については D11-1)構成

品一括依頼作成 をご参照ください。 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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D4-3）JAFTAS 外の資料取込みを行う 
構成品の仕入先と JAFTAS 上でデータの授受を行わず、JAFTAS 外で入手した資料を手動で JAFTAS へ登録

する場合の手順をご案内します。 

例）JAFTAS 外でサプライヤー証明書や原産資格を明らかにする資料を入手した場合等 

 

※JAFTAS 外の操作を自分で完結させ、登録後の内容（添付資料含む）確認を行うために必要な条件 

  -＜調査依頼・回答受信(R)＞メニューで「閲覧可能」以上の権限がある 

  -取引先指定のグループに所属していない 

  -自社品番指定のグループに所属している場合、JAFTAS 外資料取込をする品番が仕分けルールに登録済 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面の『(2)構成品の入力と

原産資格判定』より、サプライヤー証明書等を入手した構成

品の✐マークをクリックします。 

 

2) ［調査対象構成品 編集］画面にて必須項目に加えて下

記を入力します。 

・HS コードを 6 桁 

・仕入先として、【JAFTAS 外資料取込】のシステム外（外

製品の場合）または自社調査結果（内製品の場合）を

選択 

 

3) 「登録」をクリックすると［原産資格調査(D) 詳細］画面に

遷移します。 

 

4) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』にて下記項目を確認し

ます。 

①調査結果が「未達成」となっている(CTC タブの場合) 

②仕入先が「システム外」または「自社調査結果」となっている 

③「JAFTAS 外の資料取込」ボタンが表示されている 

※③が表示されていない場合は①、②または HS コード 

6 桁が登録されているかご確認ください。 

 

5) 「JAFTAS 外の資料取込」をクリックします。 

 

6) ［調査依頼・回答受信(R) 手動登録］画面に遷移し、必

要情報を登録します。 
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『登録対象品情報』 

項目 説明 

品番 ［調査対象構成品 編集］画面にて登録した品番を表示 

補助品番 ［調査対象構成品 編集］画面にて登録した補助品番を表示 

品名（英） ［調査対象構成品 編集］画面にて登録した品名（英）を表示 

品名（日） ［調査対象構成品 編集］画面にて登録した品名（日）を表示 

 

『JAFTAS 外の資料取込』 

項目名の*は必須入力項目です。 

項目 説明 

調査種別 外製品（システム外を選択した場合） 

内製品（自社調査結果を選択した場合） いずれかを表示 

仕入先コード 構成品の仕入先企業の仕入先コード 

調査対象品の 

仕入先住所（英） 

構成品の仕入先の住所(英) 

調査対象品の 

仕入先企業名(日)* 

構成品の仕入先の企業名(日) ※アルファベット（全角）も可 

※内製品の場合：自社名 

外製品の場合：商流上の仕入先名（生産者から直接調達している場合 

は生産者企業名、パススルー企業を介している場合はパススルー企業名） 

調査対象品の 

仕入先企業名(英) 

構成品の仕入先の企業名(英) 

生産者 企業登録番号 構成品の生産者の企業登録番号 

原産資格有無（※） 「達成」 ※自動表示 

生産者企業名* 構成品の生産者の企業名 

生産工場名* 構成品の生産工場名 ※実際に産品を生産している企業 

生産工場住所* 構成品の生産工場の住所 

原産品の基準* 構成品の原産資格有無を調査した際の原産品の基準 

※選択肢は利用協定や HS コードにより異なる 

品目別原産地規則* 

 

構成品の原産資格有無を調査した際の品目別原産地規則を選択 

※「非原産材料を使用して生産される産品/品目別原産地規則」を 

選択した場合に表示 

※選択肢は利用協定や HS コードにより異なる 

その他基準 使用しているその他基準がある場合に☑をする 

回答方法 下記いずれかを表示 

サプライヤー証明書(構成品)/対比表・計算 WS ※自動表示 

回答者有効期限 構成品の有効期限(サプライヤー証明書の有効期限等) 

（※）原産資格が未達成の場合、JAFTAS 外資料取込は使用できません。 
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『添付ファイル 社内保管資料』 ※任意 

・社内保管用の資料を保管できます。 

・原産資格調査の補完資料として、検認時に必要とされる

情報等を添付しておくことをお奨めします。 

・社外には公開されません。 

・最大 3MB、5 ファイルまで添付可能です。 

 

『添付ファイル サプライヤー証明書/対比表・計算 WS』 

・当該構成品が利用協定の原産資格を有することを証明する

資料を添付します。 

・最大 3MB、1 ファイルのみ添付可能です。 

 

7) 「登録」をクリックします。 

 

8) 表示されるポップアップにて「はい」をクリックすると、［原産資

格調査(D) 詳細］画面へ遷移します。 

※手動登録した構成品はステータス‟承認済”まで完了 

した依頼 ID として新規登録されます。 

 

9) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』の構成品情報(調査

結果・ステータス・依頼番号)に手動登録した依頼 ID の情

報が反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆JAFTAS 外の資料取込の機能を使うことで、JAFTAS 上にて疑似的に「調査依頼を送信し、

回答を入手した」状態を作ることにより取込を行います。 

◆この機能で登録すると、R から始まる依頼 ID が作成されます。 

◆登録後は［調査依頼・回答受信(R)］メニューの権限ではなく、［原産資格調査（D）］の

メニューの権限に沿って情報を閲覧、添付ファイルのダウンロードができます。 

◆別の調査対象品の原産資格調査にて、一定の条件のもと、当該依頼 ID を使用して取込した

サプライヤー証明書を依頼再利用(参照 D4-5)することができるようになります。 
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D4-4）依頼の紐付けを取り消す 
原産資格調査内の構成品の依頼を作成すると、調査 ID と依頼 ID とが紐付きます。 

♦この紐付きを取り消す方法をご案内します。⇒【取消手順】参照 

♦特に下記のような場合は依頼の紐付を取り消す必要があります。 

・依頼中の構成品があるが、当該依頼の回答を受信する前に調査対象品の調査結果が「達成」となった 

・依頼中の構成品があるが、「未達成」として調査を完了する 

⇒【依頼中の構成品の「依頼紐付 取消」を行う場合】参照 

 

・構成品の依頼により取得した調査結果が誤っていた 

・誤った依頼情報で調査結果を取得してしまった 

⇒【依頼作成を再度行う場合】参照 

 

 

【取消手順】 

1) ［原産資格調査(D)詳細］画面の『(2)構成品の入力と原

産資格判定』より、依頼の紐付を取り消す構成品の「依頼紐

付 取消」をクリックします。 

※「依頼紐付 取消」は構成品に紐付いている依頼 ID 

がある場合にのみ表示されます。 

 

2) 表示されるポップアップにて「依頼紐付 取消」をクリックすると、

依頼 ID の紐づきが取り消されます。 

・構成品情報(ステータス、依頼 ID)に依頼情報が反映 

されなくなります。 

・「▶依頼作成」「▶支給品依頼作成」「🔁依頼再 

利用(参照 D4-5)」ボタンが表示されます。 

 

 

【依頼中の構成品の「依頼紐付 取消」を行う場合】 

ステータスが‟依頼中“の構成品がある場合は、「審査準備完

了」「登録完了」をクリックしてもエラーメッセージ「依頼中の構成

品があります」が表示され、後続の手続きへ進めません。 

 

1) 【取消手順】の 1)、2)を行ってください。 

  

 

◆不要になった依頼でも、そのままにしておく

と回答者の調査作業が進みます。 

不要となったタイミングで、依頼の取下 

(参照 依頼の機能 R7)回答の取下げを

行う)を行ってください。 

ただし、同一の調査対象品を別途依頼 

する可能性がある場合は取下げを行わ 

ず、依頼を活かしておくと、別の調査対象 

品の原産資格調査の際に、依頼の再利 

用(参照 D4-5)を行うことができます。 

◆依頼の取下を行った場合でも、回答者が

回答を完了したい場合(依頼の取下げが

否認された場合)には回答が戻ってくる可

能性があります。(参照 依頼の機能 R7)

回答の取下げを行う) 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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2) 必要に応じて「依頼取下」を行ってください。(参照 R7)依頼

の取下げを行う) 

ステータスが‟依頼中”の依頼は、依頼の紐付けを取り消しす

ると紐づく調査が無くなり、依頼のみが浮いた状態になります。 

 

3) 再度「原産資格判定」をクリックし後続の手続きへ進んでくだ

さい。(参照 D7) 

 

 

【依頼作成を再度行う場合】 

ステータスが‟承認済”となっている構成品の調査結果が誤って

いた場合等には、依頼の作成を再度行う必要があります。 

 

1) 【取消手順】の 1)、2)を行ってください。 

 

2) 「▶依頼作成」をクリックし再度依頼を作成します。 

※必要に応じて［調査対象構成品 編集］画面(参照 

D3-3)、［調査依頼・回答受信 編集］画面にて構成品

情報もしくは依頼情報を変更してください。 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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D4-5） 

D4-5）過去の調査依頼を再利用する 
原産資格調査内の構成品に再利用できる過去の調査依頼がある場合は、当該調査対象品の調査 ID と再利用

する依頼 ID とを紐付けすることができます。 

 

 

1) 過去に下記項目が全て一致する依頼が作成されている場合

は、［原産資格調査(D)詳細］画面の『(2)構成品の入力

と原産資格判定』の構成品欄に「🔁依頼再利用」が表示さ

れます。 

 

【再利用要件】 

協定 輸入通関国 ※日アセアン協定/RCEP 協定のみ 

HS コード 審査種別(TKTC 審査要否) 

品番 補助品番 

品名(英) 品名(日) 

仕入先企業 ID/仕入先企業名 回答方法※サプライヤー証明書(構成品)、対比表・計算 WS 

企業 ID  調査起点（注 1）企業 ID 

調査起点（注 1）品番 調査起点（注 1）品名(英) (日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※構成品の HS コードが変更した等、過去の依頼内容と不

一致がある場合は「🔁依頼再利用」は表示されません。 

※「🔁依頼再利用」は、表示要件を満たしている場合には下

記画面でも表示されます。操作手順は変わりませんので必

要に応じてご利用ください。 

・［構成品一括依頼作成］画面(参照 D4-2-2) 

・＜構成品一括依頼作成＞メニュー(参照 D11-1) 

 

 

 

 

（注 1）調査起点とは、調査対象品の起点企業の意で、下記いずれかを行った企業を指します。 

① <FTA 対象品(輸出品)(E)>の登録* 

② <FTA 対象品(構成品)(P)>の登録** 

③ <原産資格調査(D)>にて構成品の 

依頼作成** 
*回答方法：同意通知/サプライヤー証明書(輸出品) 

**回答方法：サプライヤー証明書(構成品)/対比表・計算 WS 

♦契約利用者のケース◆ 

本機能において、自社にて調査起点 

②<FTA 対象品(構成品)(P)> 

③<原産資格調査(D)>にて構成品の依頼

より作成をした依頼については依頼再利用の

対象となります。 

①<FTA 対象品(輸出品)(E)>の登録で作

成した依頼は、回答方法が異なるため、再利

用要件から外れます。 

<原産資格調査(D)>にて登録する構成品

の調査起点は自社*、回答方法は外製品で

あればサプライヤー証明書(構成品)/内製

品であれば対比表・計算 WS となります。 
*調査対象品(親品番)の調査起点には左右されません 
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2) 「🔁依頼再利用」をクリックします。 

 

3) 表示されるポップアップにて再利用可能な依頼 ID が表示され

ます。 

再利用する依頼 ID を選択し、「OK」をクリックします。 

 

 

4) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』に戻ります。 

構成品情報(ステータス、依頼 ID)に再利用した依頼 ID の

情報が反映されます。 
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D5）救済規定の利用 
救済規定を利用するにあたり、システム判定可能なものや「JAFTAS 外の資料取込」が必要なもの等、利用する救

済規定に依って対応が異なります。 

調査・操作方法に関してご不明な点はサポートデスクへお問い合わせください。 

 

D5-1）僅少の非原産材料/許容限度 
品目別原産地規則として関税分類変更基準を選択しており、任意で僅少/許容限度を利用する場合の手順をご

案内します。 

 

 

1) 僅少/許容限度が利用できるかを確認します。 

［原産資格調査(D)詳細］画面にて『(2)構成品の入

力と原産資格判定』より、「条件の確認」をクリックすると、

利用の可否を確認できます。 

 

・僅少(価格:〇〇)  

-産品価額に対して非原産材料の構成品の価額が〇

〇％以下であれば僅少規定を適用できます。 

-システム判定可能(参照 D3) 

 

・僅少(重量:〇〇) 

-産品の重量に対して非原産材料の構成品の重量が〇

〇％以下であれば僅少規定を適用できます。 

-システム判定可能(参照 D3)  

 

・僅少(重量:〇〇) + 条件の記載があるもの 

-右図のように僅少規定の適用にあたり条件が付されてい

る場合は JAFTAS での判定は不可となります。 

-JAFTAS 外の資料取込(参照 D4-3)、システム外判定

(参照 D6)  

 

2) システム判定が可能であれば、［原産資格調査(D) 編

集］画面の『(1)-関税分類変更基準』にて、価格か重量

を選択し数字を入力します。 

僅少(重量:10) 

僅少(価格:10) 

◆協定により、「僅少/許容限度」規定の

呼び方は異なりますが、すべて同一の

操作で利用いただきます。 
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3) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、『(2)構成品の入力

と原産資格判定』より、僅少/許容限度を適用する構成品の

✐マークをクリックします。 

 

4) ［調査対象構成品 編集］画面にて下記を登録します。 

① 個数 

②単価/重量 

③【僅少の非原産材料/許容限度】の適用 

④構成品の原産資格を明らかにするための資料の添付 

※必要に応じて根拠資料を添付してください。 

 

5) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』の「その他基準」に、「僅

少の非原産材料/許容限度」が表示されていることを確認しま

す。 

 

6) 『(1)-関税分類変更基準』で達成の可否を確認します。 

 

【達成している場合】 

「僅少（許容限度）の構成品 000,000(数字)／僅少判

定値（価格/重量）000,000(数字)＝〇〇％ (＜/＝) 

〇〇％ で達成しています」 

 

【未達成の場合】 

「僅少（許容限度）の構部品 000,000(数字)／僅少判

定値（価格/重量）000,000(数字)＝〇〇％ ＞ 〇

〇％ で未達成です」 

 

7) 達成している場合は「原産資格判定」をクリックします。 

※未達成の場合は原産資格判定を行ってもエラーメッセージ

が表示されます。 

 

8) 根拠書類をダウンロードします。 

・画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリックすると、根拠書類と

して JAFTAS で作成した対比表、［調査対象構成品 編

集］画面にて添付した資料等がダウンロードできます。 

・対比表の「(4)原産材料の根拠資料」欄に僅少の原産材料/

許容限度を適用した旨、記載がされます。

◆より保守的な観点から原産資格調査を行う

ため、計算結果は％の小数点以下第 2 位

以下の端数を切り上げて表示しています。 
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D5-2）累積/代替性のある産品及び材料 
累積/代替性のある産品及び材料は JAFTAS ではシステム判定が不可となります。利用する場合は、調査対象の

構成品を JAFTAS 外の資料取込を行って「達成」とします。 

 

 

1) ［原産資格調査(D)詳細］画面にて『(2)構成品の入力と

原産資格判定』より、「累積/代替性のある産品及び材料を

適用する構成品」を選択し、✐マークをクリックします。 

 

2) ［調査対象構成品 編集］画面にて下記を登録します。 

① HS コード 6 桁 

② 仕入先をシステム外（外製品の場合）または自社調査

結果（内製品の場合）とする 

③ 「累積/代替性のある産品及び材料」の適用 

 

3) 『(2)構成品の入力と原産資格判定』にて下記を確認しま

す。 

① 調査結果が「未達成」となっている(CTC タブの場合) 

② 仕入先が「システム外」または「自社調査結果」となっている 

③ その他基準に【累積/代替性のある産品及び材料】が表示さ

れている 

④「JAFTAS 外の資料取込」ボタンが表示されている 

※④が表示されていない場合は①、②または HS コード 

6 桁が登録されているかご確認ください。 

 

4) 「JAFTAS 外の資料取込」をクリックすると、新しい画面タブで

［調査依頼・回答受信 手動登録］画面に遷移するので下

記を登録します。(参照 D4-3) 

・『JAFTAS 外の資料取込』 

・『添付ファイル』へ累積/代替性のある産品及び材料を 

満たすことを明らかにする根拠資料(原産地証明書等) 

 

 

 

 

◆協定により、「代替性のある産品及び材

料」の呼び方が異なり、「同一又は交換

可能な材料」「会計の分離」と表示され

ることがありますが、すべて同一の操作で

利用いただきます。 
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5) ［原産資格調査(D) 詳細］画面へ戻り、『(2)構成品の入

力と原産資格判定』で 4)を登録した構成品の調査結果が

「達成」となっていることを確認します。 

※必要に応じて画面の更新を行ってください。 

 

6) 達成している場合は「原産資格判定」をクリックします。 

※未達成の場合は原産資格判定を行ってもエラーメッ 

セージが表示されます。 

 

7) 根拠書類をダウンロードします。 

 

・画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリックすると、根 

拠書類として JAFTAS で作成した対比表/計算 

WS、［調査依頼・回答受信 手動登録］画面にて 

添付した資料等がダウンロードできます。 

 

・対比表/計算 WS の「(4)原産材料の根拠資料」欄 

に累積/代替性のある産品及び材料を適用した旨、 

記載がされます。 
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D6）システム外判定 
システム内で判定が行えない調査対象品の原産資格情報等を、手動で JAFTAS へ取込みする方法をご案内しま

す。 

※用途例：完全生産品、VA(積上方式等)、SP、カテゴリーD 等 

※操作方法に関してご不明な点はサポートデスクへお問い合わせください。 

 

 
 

 

1) ［原産資格調査(D) 編集］画面を開きます。 

 

2) 『手動/システム外判定』の「システム外判定」タブより達成/

未達成を選択します。(参照 D2-1)  

 

※「達成」を選択すると、以下救済規定の利用にかかる☑ボック

スが表示されますので、判定に使用した場合にはチェックを入

れます。情報は後続の作成資料に反映されます。 

 ☑デミニマス（僅少・許容限度） 

 ☑累積 

 ☑代替性のある産品及び材料・会計の分離 

 

 

3) 根拠書類をアップロードします。(参照 D2-1) 

※手動/システム外で判定を行う場合は、自社で根拠資 

料を準備します。 

 

【根拠資料を JAFTAS 内で保管したい場合】 

『原産資格を明らかにするための資料』へ添付します。 

 

【根拠資料を自身で保管している場合】 

『手動/システム外判定』のチェックボックスに☑を入れ 

ます。 



 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  目次へ戻る   (D)   68  

Ver.8.5 

D6） 

※調査対象品が TKTC 審査対象の場合は根拠書 

類の添付が必要です。 

 

4) 「次へ」をクリックし[原産資格調査(D)詳細]画面へ遷移し

ます。 

 

5) 『調査結果/途中経過』の手動判定欄に調査結果(達成/

未達成)が表示されていることを確認します。 

 

6) 必要に応じて根拠の書類ダウンロードを行い、内容を確認し

ます。 

 

・システム外判定となる特恵基準を選択している場合 

・システム判定可能な特恵基準を選択したが、自社で 

根拠書類を作成し手動で判定を行っている場合 

⇒［原産資格調査(D) 編集］画面の『(2)原産資格 

を明らかにするための資料』に添付したものが Zip ファイ 

ルでダウンロードできます。 

 

・システム判定可能な特恵基準を選択し調査を進めた 

が判定は手動で行うことになった場合(救済規定の利 

用等) 

⇒［原産資格調査(D) 詳細］画面で進めたところま 

での調査内容が対比表・計算 WS に反映されます。 

対比表・計算 WS の内容に過不足がないか念のため 

ご確認ください。 

 

7) 後続の手順については、D7)原産資格判定が終わったら 

をご参照ください。 

 

 

◆『調査結果/途中経過』欄の JAFTAS
調査結果と手動判定の両方に結果が
表示されている場合には、手動判定の
結果が優先します。 
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D7）原産資格判定が終わったら 
原産資格判定後のフローをご案内します。利用協定もしくは条件に依っては各種審査を経て原産資格調査を完了

します。 
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【輸出品ｘ第三者証明制度の協定】 

D7-1-1）同意通知ｘ達成 
回答方法が同意通知、且つ原産資格判定結果が達成となった場合は、日商審査を経て原産資格調査を完了し

ます。 

※日商審査は日商発給システムでの手続きです。JAFTAS とのデータ連携は別途お申し込みが必要です。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「日商審査準備

完了」をクリックし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「日商審査依頼前 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「日商審査依頼前 却下」：調査結果を否認し、ステータ

スを‟調査中”へ戻す 

 

3) 日商へ判定依頼を行います。 

① 『(4)日商関連情報』より TSV ファイルをダウンロード

します。  

・「TSV 出力」をクリックすると TSV ファイルをダウンロ

ードできます。 

・ファイル名は「jcci_import_企業 ID_調査 ID」と 

なります。 

 

② 日商の「第一種特定原産地証明書発給システム」

へ TSV ファイルをアップロードし判定依頼を行いま

す。アップロード手順については、D9)日商発給シス

テムへ アップロードする をご参照ください。 

 

※根拠書類を日商発給システムへ直接アップロードす

る場合は根拠書類のダウンロードを先に行ってくださ

い。 

 

※対比表/計算 WS へ判定受付番号を反映させる

場合は、判定受付番号の取得後に、［原産資格

調査 編集］画面にて判定受付番号を入力してく

ださい。  

日商審査依頼前 承認 

日商審査依頼前 却下 

日商審査準備完了 

◆JAFTAS から出力される TSV ファイルについて 

・2024 年 2 月の日商発給システム改修の結果、JAFTAS

の調査起点品名は「判定対象産品の一般名称（英

文）」として取り込まれます。また、別項目として「原産地証

明書に記載する輸出品名（商品名等・英文）」が追加さ

れておりますが、JAFTAS では対応しておりません。 

・その為出力された TSV を取り込みますと、「原産地証明書

に記載する輸出品名（商品名等・英文）」が空欄になり

ますので、適宜ご修正ください。 

※空欄のまま判定依頼に進むと、自動的に「判定対象産品

の一般名称（英文）」の品名が「原産地証明書に記載

する輸出品名（商品名等・英文）」にコピーされます。 
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③ 根拠書類をダウンロードします。 

画面下部「根拠書類ダウンロード」をクリックし、根拠資

料一式を zip ファイル形式でダウンロードします。 

※手動/システム外判定を行っている場合は「根拠書類ダ

ウンロード」ボタンは表示されません。 

(構成品の登録を行っている場合を除く) 

 

④ 日商へ根拠書類を FAX/メール等で送付します。 

※判定依頼先事務所によって送付方法は異なります。 

※日商判定依頼時に日商発給システムへ根拠書類を

既にアップロードしている場合、こちらのお手続きは不要

です。 

 

⑤ 調査内容や根拠書類の修正が必要な場合は、［原産

資格調査(D) 詳細］画面にて、「調査中に戻る」をクリ

ックし登録内容の修正を行います。 

 

⑥ 日商での審査が完了し、日商の発給システム上で判定

結果が確認できたら４）に進みます。 

 

4) [原産資格調査(D) 詳細]画面にて、「日商審査完了」をク

リックします。 

 

5) 表示されるポップアップにて、STEP に沿って【日商判定番号の

有無】および【日商判定番号】および【有効期限/同意通知

期限】を入力します。 

 

※【有効期限/同意通知期限】は、依頼者からの依頼に 

より原産資格調査を行った場合に表示されます。 

 

※「STEP1：日商の判定番号を取得しましたか？」で 

「取得できなかった」を選択した場合、STEP2・STEP3   

は入力不要となります。 

この場合、原産資格調査の JAFTAS 調査結果が「未達

成」に上書きされますので、回答送信の際の調査結果も

「未達成」となります。 

  

◆ステータス‟日商審査中”以降は［原産資

格調査(D)編集］画面へ『(4)日商関連

情報』が表示されます。こちらへより詳細な

情報を登録することも可能です。(参照 

D2-1) 

 

◆登録内容修正後は再度「原産資格判定」

をクリックし、修正内容を反映させる必要が

あります。詳細については D3-10)原産資

格判定を行う をご参照ください。 



 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  目次へ戻る   (D)   72  

Ver.8.5 

D7-1-1） 

6) 確定権限を持つユーザーが再度、調査結果の確認を行いま

す。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 7)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

7) 原産資格調査完了(達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場

合は、A7)回答を送信する をご参照ください。 

 

＜日商発給システムによる「同意通知」と JAFTAS について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日商発給システムによる「同意通知」と JAFTAS について＞ 

◆JAFTAS と日商発給システムは別のシステムですので、別々の操作をしていただく必要があります。 

D7-1-1)「同意通知×達成」の場合、日商発給システムにて以下の二つの操作をしていただきます。 

１）日商発給システムによる原産資格判定（手続きは本マニュアル D7-1-1）参照） 

２）日商発給システムによる同意通知書の提出 

 

◆このうち２）「日商発給システムによる同意通知書の提出」について、JAFTAS では以下の点にご留意をお願いい

たします。 

①同意通知期限の設定 

日商発給システムによる同意通知書の有効期限は 3 年以内です。日商発給システムで登録した同意通

知期限と、D7-1-1）で設定した有効期限（参照：D7-4））は一致させておくことをお勧めします。な

お、依頼者の意向により同意通知期限に指定がある場合には、日商発給システム・JAFTAS ともに、依頼

者の指定する期限を設定します。 

②同意通知書の提出先の確認 

上記①の同意通知期限は D7-1-1)で登録し、「調査回答・回答送信（A）」業務において「回答者有

効期限/同意通知期限」欄に反映されます。一方、日商発給システムによる同意通知書の提出先に関す

る情報は「調査回答・回答送信（A）」業務における伝達項目であり、「原産資格調査（D）」の業務担

当者には開示されません。 

 

◆利用者によって、各業務の担当部署を使い分けている場合、同意通知書の提出業務を行うご担当者様は、上記

①と②のご連携に留意いただきますようお願いいたします。 

◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-1-2）同意通知ｘ未達成 
回答方法が同意通知、且つ原産資格判定結果が未達成となった場合に、未達成のまま原産資格調査を完了す

る手順をご案内します。原産資格要件を満たしませんので日商審査はありません。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「登録完了(日

商審査なし)」をクリックし承認フローへ進みます。 

 

 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

3) 原産資格調査完了(未達成) となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 

◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

登録完了(日商審査なし) 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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【輸出品ｘ自己証明制度の協定】 

D7-2-1）サプライヤー証明書(輸出品)ｘ達成 
回答方法がサプライヤー証明書(輸出品)、且つ原産資格判定結果が達成となった場合に、達成で原産資格調査

を完了する手順をご案内します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面下にて、「登録完了」をクリ

ックし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

3) 原産資格調査完了(達成) となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 

 

◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

登録完了 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-2-2）サプライヤー証明書(輸出品)ｘ未達成 
回答方法がサプライヤー証明書(輸出品)、且つ原産資格判定結果が未達成となった場合に、未達成のまま原産

資格調査を完了する手順をご紹介します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「登録完了」をクリ

ックし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

3) 原産資格調査完了(未達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 
◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

登録完了 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-2-3） 

D7-2-3)TKTC 審査対象品ｘサプライヤー証明書(輸出品)ｘ達成 
調査対象品が TKTC 審査対象品であり、且つ回答方法がサプライヤー証明書(輸出品)、且つ原産資格判定結

果が達成となった場合は、TKTC 審査を経て原産資格調査を完了します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「TKTC 審査準備

完了」をクリックします。 

 

2) 審査準備完了のためのチェックリストが表示されますので、各項

目についてご確認の上、チェックを入力します。 

 

※チェックリスト内のすべての内容について確認済みであれ

ば、「一括チェック☑」をクリックすることにより、全項目に「は

い」が入ります。 

 

※チェック項目にご不明点がありましたら、【JAFTAS】サポー

トデスクにお問い合わせください。 

 

チェックリストにチェックが完了しましたら、以下の二点について

も☑を入れたうえで、チェックリストの「TKTC 審査準備完了」

をクリックします。 

 

□上記全ての事項を確認したことを誓約します 

□原産性の確認資料により、対象品に適用する原産地規

則に定められている閾値、関税分類変更（2 桁/4 桁

/6 桁）をクリアしていることを確認した上で上記情報に

変更が生じた場合は、再審査の依頼を行うことを誓約し

ます。 

 

 

3) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

 

「TKTC 審査依頼前 承認」：調査内容を承認し 4)へ 

※承認すると TKTC へ審査依頼が自動的に送られます。 

※「根拠書類ダウンロード」にて添付されている資料を

TKTC 側で確認します。根拠書類の別途送付は不要

です。 

TKTC 審査依頼前 承認 

TKTC 審査依頼前 却下 
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「TKTC 審査依頼前 却下」：調査結果を否認し、ステー

タスを‟調査中”へ戻します。 

 

4)  (‟TKTC 審査中”) 

※TKTC が差戻しを行うとステータスが‟調査中”に戻ります。 

 

5) (TKTC が審査を完了する)  

※TKTC が審査を完了すると、申請者のステータスが‟調 

査完了承認待”になります。 

 

6) 確定権限を持つユーザーが再度、調査結果の確認を行いま

す。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 7)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

7) 原産資格調査完了(達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合 

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 
◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-2-4）TKTC 審査対象品ｘサプライヤー証明書(輸出品)ｘ

未達成 
調査対象品が TKTC 審査対象品であり、且つ回答方法がサプライヤー証明書(輸出品)、且つ原産資格判定結

果が未達成となった場合に、未達成のまま原産資格調査を完了する手順をご紹介します。 

原産資格要件を満たしませんので TKTC 審査はありません。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「登録完了

(TKTC 審査なし)」をクリックし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻します。 

 

3) 原産資格調査完了(未達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 

 

 

◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

登録完了(TKTC 審査なし) 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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【構成品】 

D7-3-1）サプライヤー証明書(構成品)ｘ達成 
回答方法がサプライヤー証明書(構成品)、且つ原産資格判定結果が達成となった場合に、達成で原産資格調査

を完了する手順をご案内します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面下にて、「登録完了」をク

リックし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

3) 原産資格調査完了(達成) となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 
◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

登録完了 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-3-2）サプライヤー証明書(構成品)ｘ未達成 
回答方法がサプライヤー証明書(構成品)、且つ原産資格判定結果が未達成となった場合に、未達成のまま 

原産資格調査を完了する手順をご紹介します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「登録完了」をクリッ

クし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

3) 原産資格調査完了(未達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 

 

◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

登録完了 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-3-3） 

D7-3-3）TKTC 審査対象品ｘサプライヤー証明書(構成品)ｘ

達成 
調査対象品が TKTC 審査対象品であり、且つ回答方法がサプライヤー証明書(構成品)、且つ原産資格判定結

果が達成となった場合は、TKTC 審査を経て原産資格調査を完了します。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「TKTC 審査準備

完了」をクリックし承認フローへ進みます。 

 

2) 審査準備完了のためのチェックリストが表示されますので、各項

目についてご確認の上、チェックを入力します。 

 

※チェックリスト内のすべての内容について確認済みであれ 

ば、「一括チェック☑」をクリックすることにより、全項目に 

「はい」が入ります。 

 

※チェック項目にご不明点がありましたら、【JAFTAS】サポ 

ートデスクにお問い合わせください。 

 

チェックリストにチェックが完了しましたら、以下の二点について

も☑を入れたうえで、チェックリストの「TKTC 審査準備完了」

をクリックします。 

 

□上記全ての事項を確認したことを誓約します 

□原産性の確認資料により、対象品に適用する原産地規

則に定められている閾値、関税分類変更（2 桁/4 桁

/6 桁）をクリアしていることを確認した上で上記情報に

変更が生じた場合は、再審査の依頼を行うことを誓約し

ます。 
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D7-3-3） 

3) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

 

「TKTC 審査依頼前 承認」：調査内容を承認し 4)へ 

※承認すると TKTC へ審査依頼が自動的に送られます。 

※「根拠書類ダウンロード」にて添付されている資料を 

TKTC 側で確認します。根拠書類の別途送付は不 

です。 

「TKTC 審査依頼前 却下」：調査結果を否認し、ステータ

スを‟調査中”へ戻します。 

 

4) (‟TKTC 審査中”) 

※TKTC が差戻しを行うとステータスが‟調査中”に戻ります。 

 

5) (TKTC が審査を完了する) 

※TKTC が審査を完了すると、申請者のステータスが‟調 

査完了承認待”になります。 

 

6) 確定権限を持つユーザーが再度、調査結果の確認を行いま

す。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 7)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻す 

 

7) 原産資格調査完了(達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合 

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 
◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

TKTC 審査依頼前 承認 

TKTC 審査依頼前 却下 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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D7-3-4） 

D7-3-4）TKTC 審査対象品ｘサプライヤー証明書(構成品)ｘ

未達成 
調査対象品が TKTC 審査対象品であり、且つ回答方法がサプライヤー証明書(構成品)、且つ原産資格判定結

果が未達成となった場合に、未達成のまま原産資格調査を完了する手順をご紹介します。 

原産資格要件を満たしませんので TKTC 審査はありません。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて、「登録完了 

(TKTC 審査なし)」をクリックし承認フローへ進みます。 

 

2) 確定権限を持つユーザーが調査結果の確認を行います。 

「調査完了 承認」：調査結果を承認し 3)へ 

「調査完了 却下」：調査結果を否認し、ステータスを 

‟調査中”へ戻します。 

 

3) 原産資格調査完了(未達成)となります。 

・根拠書類をダウンロードできます。 

・依頼者からの依頼を受けて原産資格調査を行った場合

は、A7)回答を送信する をご参照ください。 

 

 

◆「調査完了 承認」後は調査内容の編集

(原産資格割合の再計算、データの添付・

削除等)が出来ません。不備がない事を確

認の上ボタンをクリックしてください。 

 

登録完了(TKTC 審査なし) 

調査完了 承認 

調査完了 却下 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance  目次へ戻る   (D)   84  

Ver.8.5 

D7-4） 

【有効期限の設定】 

D7-4）「有効期限/同意通知期限」の設定に関して 
 

 

1) 設定のタイミング 

［原産資格調査(D) 編集］画面にて全ステータスの何

時でも設定が可能です。 

 

2) 設定が必須の場合、任意の場合 

・基本的に有効期限は任意入力となります。 

・ただし【日商審査結果】を達成としており(日商判定番号

が入力されている)、さらに輸出者と生産者が異なる場合

は入力が必須となります。 

 

3) 有効期限前に原産性が失われることが分かった場合 

・［原産資格調査(D) 一覧］画面より✐マークをクリック

し、［原産資格調査(D) 編集］画面の『調査結果/

途中経過』より「有効期限/同意通知期限」をご変更く

ださい。 

 

・内製品の場合は［FTA 対象品(輸出品/構成

品)(E/P) 編集］画面の有効期限もご変更ください。

(参照 E/P9)調査対象品の有効期限を設定・管理す

る) 

 

・輸出者と生産者とが異なる場合は、依頼者へ「原産性喪

失通知」を行ってください。(参照 D10-1) 

 

 

◆調査を行った構成品に有効期限が付され

ている場合は、当該構成品の有効期限も

考慮したうえで調査対象品の有効期限を

ご検討ください。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_e_and_p.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_e_and_p.pdf
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D8-1） 

D8）根拠書類ダウンロード 
JAFTAS で作成できる根拠書類をご案内します。 

 

D8-1）「根拠書類ダウンロード」ボタンに関して 
［原産資格調査(D) 詳細］画面下部の「根拠書類ダウンロ

ード」をクリックすると、JAFTAS で作成した根拠書類一式を

zip ファイル形式でダウンロードすることができます。 

ダウンロードできる書類は下記の通りです。 

 

※Zip ファイルのファイル名は「C000（企業 ID）-D000（調

査 ID)」でダウンロードされます。 

※複数の資料が添付されているときには、Zip ファイルの中にい

くつかのフォルダが作成されます。 

 

♦対比表/計算 WS 

※システム判定を行った場合のみ作成されます。 

※調査完了（「調査完了承認」もしくは「日商審査依頼前 

承認」「TKTC 審査依頼前 承認」をクリック）するまではド

ラフトとなり、IN PROCESS の字が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

♦原産資格を明らかにするための資料 

［原産資格調査(D) 編集］画面『原産資格を明らかにするための資料』部にて添付した資料 

※『手動/システム外判定』にて「システム外判定」を選択した場合、原産資格判定に必要な資料はすべて 

『原産資格を明らかにするための資料』部に添付してください。 

 

♦調査に付随する資料 

・［調査対象構成品 編集］画面にて添付した資料 

・各構成品に対して取得/添付したサプライヤー証明書等 

・JAFTAS 外の資料取込時に［調査依頼・回答受信 手動登録］画面にて添付したサプライヤー証明書/ 

原産地証明書等 

◆「根拠書類ダウンロード」ボタンが表示され

ない場合は「原産資格判定」をクリックして

ください。(ステータス‟調査中”の場合)  

ダウンロードに時間が掛かっても「ダウンロー

ド」を複数回クリックしないでください。 
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D8-2） 

D8-2）対比表 
JAFTAS で CTC または原産材料のみから生産される産品（カテゴリーB）にて判定を行った場合に作成する 

対比表の表示項目をご案内します。 

 

＜基本情報＞ 

「生産者から情報提供を受け

て本資料を作成しました☑」 

＜FTA 対象品（輸出品）(E)＞メニューより輸出者判定品を選択し 

原産資格調査を実施した場合、文言とチェックボックスを表示 

調査 No. C000（企業 ID）-D000（調査 ID) 

判定受付番号 [原産資格調査(D) 編集]画面の『日商関連情報』が反映 

資料作成日 ・日商審査/TKTC 審査対象品： 

「日商審査/TKTC 審査依頼前 承認」をクリックした日付を表示 

・上記以外： 

「調査完了承認」をクリックした日付を表示 

 

＜1.資料作成者(判定依頼者)情報＞ 

資料作成企業名 自社の企業名が反映 

※企業名の変更があった場合、調査作成時点の企業名で固定 

資料作成者氏名 [原産資格調査(D) 編集]画面の『調査作成者情報』が反映 

資料作成者品番 [原産資格調査(D) 編集]画面の『調査品情報欄』が反映 

資料作成者電話番号  [原産資格調査(D) 編集]画面の『調査作成者情報』が反映 

※どちらか入力必須 資料作成者メールアドレス  

 

<承認者情報(自動転記)＞ 

承認者氏名 ・日商審査/TKTC 審査対象品： 

［原産資格調査(D) 編集］画面の『日商/TKTC 関連情報』が反映 

・上記以外： 

［原産資格調査(D) 編集］画面の『承認者情報等』が反映 

 

＜2.生産者情報＞ 

生産者名 自社の企業名が反映 

生産国 [原産資格調査(D) 編集]画面の『(1)生産と特恵基準①生産内容の

確認』が反映 生産工場名 

生産工場住所 

 

＜3.協定名、輸入通関国＞ 

使用協定 [原産資格調査(D) 編集]画面の『調査品情報』が反映 

輸入通関国  
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D8-2） 

＜4.産品情報＞ 

品名 [原産資格調査(D) 編集]画面の『調査品情報』より調査起点品名が

反映 

HS コード 6 桁 [原産資格調査(D) 編集]画面の『調査品情報』が反映 

使用判定基準 [原産資格調査(D) 編集]画面の『(1)生産と特恵基準②適用原産地

規則の選択』が反映 

 

＜5.CTC/原産材料のみから生産される産品による判定作業＞ 

詳細画面/(2)構成品の入力と原産資格判定欄の情報が反映されます。 

使用材料名称 構成品名(英)のみ入力した場合：英語を反映 

構成品名(日)のみ入力した場合：日本語を反映 

構成品名(英)(日)両方入力した場合：日本語を反映 

HS コード 入力 HS コード 4 桁~6 桁（CTC の場合のみ） 

原産・非原産

の区別 

原産 根拠書類等により調査結果が「達成」の構成品は〇 

非原産又は原産性

未確認 

非原産又は原産性を確認していない構成品は〇 

原産材料の根拠書類(サプライヤー名) ・外製品の構成品調査依頼をかけた場合（システム外取込

を含む）： 

「サプライヤー証明書(〇〇株式会社)」 

・内製品の構成品調査依頼をかけた場合： 

別添資料なし 

⇒資料名、サプライヤー名は表示されません。 

別添資料あり（自社調査結果取込を含む） 

⇒「内製品（対比表/計算 WS/別添資料）」 

   原産材料のみから生産される産品 

    ⇒「内製品（対比表（原産材料からなる））」 

・救済規定を適用した場合： 

「僅少の非原産材料/許容限度/累積/代替性のある 

材料」 

（詳しくはこちらをご参照ください。） 

・［調査対象構成品 編集］画面にて構成品の原産資格

を明らかにするための資料を添付している場合： 

「別途資料」 

・直接回答の場合： 

資料名、サプライヤー名は表示されません。 

（詳しくはこちらをご参照ください。） 
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D8-2） 

＜6.追加情報＞ 

詳細画面/(2)構成品の入力と原産資格判定欄の情報の追加情報欄に入力した情報が、最終シートに反映し

ます。追加情報欄に何も入力しなければ、最終シートは作成されません。 

 

 

 

 

 ＜僅少（許容限度）を適用した場合について＞ 

CTC ルールにて僅少（許容限度）を適用して原産性を証明した場合、対象の価格/重量および 

計算結果が＜5.CTC による判定作業＞に反映されます。 

 

■僅少（許容限度）/価格を適用した場合■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■僅少（許容限度）重量を適用した場合■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僅少の達成率 

 

調査対象品の価格 

 

適用可能な僅少の条件 

 

僅少を適用する

構成品の価格 

 

僅少を適用する構成品の価格（合計） 
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D8-3） 

D8-3）計算 WS 
JAFTAS で作成する計算 WS の表示項目をご案内します。 

＜基本情報＞および＜1~4、6＞は前出 D8-2)対比表と同じ表示内容です。 

 

＜5.VA による判定作業＞ 

FOB 価額［円］ [原産資格調査(D) 編集]画面の『(1)-付加価値基準』が反映 

計算結果 

 

詳細画面/(2)構成品の入力と原産資格判定欄の情報が反映されます。 

使用材料名称 構成品名(英)のみ入力した場合：英語を反映 

構成品名(日)のみ入力した場合：日本語を反映 

構成品名(英)(日)両方入力した場合：日本語を反映 

金額［円］ 金額合計を反映 

原産・非原産の

区別 

原産 根拠書類等により調査結果が「達成」の構成品は〇 

非原産又は原産性

未確認 

非原産又は原産性を確認していない構成品は〇 

原産材料の根拠書類(サプライヤー名) ・外製品の構成品調査依頼をかけた場合（システム外取込

を含む）： 

「サプライヤー証明書(〇〇株式会社)」 

・内製品の構成品調査依頼をかけた場合： 

別添資料なし 

⇒資料名、サプライヤー名は表示されません。 

別添資料あり（自社調査結果取込を含む） 

⇒「内製品（対比表/計算 WS/別添資料）」 

   原産材料のみから生産される産品 

    ⇒「内製品（対比表（原産材料からなる））」 

・救済規定を適用した場合： 

「累積/代替性のある材料」 

・［調査対象構成品 編集］画面にて構成品の原産資格

を明らかにするための資料を添付している場合： 

「別途資料」 

・直接回答の場合： 

   資料名、サプライヤー名は表示されません。 

（詳しくはこちらをご参照ください。） 
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D8-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜原産資格判定の根拠書類と JAFTAS操作について＞ 

■対比表・計算ワークシート■ 

 ・原産資格調査（D）の業務内で作成されます。担当者名として表示されるのは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サプライヤー証明書■ 

 ・当調査のサプライヤー証明書は、調査回答・回答送信（A）の業務で、回答を行う際に作成される 

ので、原産資格調査の業務におけるユーザーの情報は反映されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 資料作成者（判定依頼者）情報（6） 

調査完了承認を行ったユーザーの情報 

① 資料作成者（判定依頼者）情報（1）~（5） 

［原産資格調査(D) 編集］画面 

（3）調査作成者情報で入力したユーザーの情報 

氏名又は名称等の情報 

［調査回答・回答送信(A) 編集］（回答内容入力画面） 

『回答内容』欄に入力した担当者、連絡先 

◆原産資格調査内で構成品の直接回答を受領した場合の留意点： 

直接回答では依頼者にて調査結果を決定するものとしているため、調査対象品の構成品の回答を直接回

答で受領すると調査対象品の対比表・計算 WS の「原産材料の根拠書類（サプライヤー名）」は表示さ

れません。調査対象品の根拠書類ダウンロード時にも、直接回答で取得した根拠書類は含まれません。 

 

直接回答で取得した根拠書類を調査対象品の根拠書類ダウンロード時に添付したい場合の操作手順は

下記の通りです。調査対象品の対比表・計算 WS における「原産材料の根拠書類（サプライヤー名）」の

表記は「別途資料」となります。 

①直接回答で受領した根拠書類を一旦任意の場所（デスクトップ等）に保存 

②調査対象品の原産資格調査（D）編集画面の『（2）構成品の入力と原産資格判定』部、対象

の構成品の編集ボタンをクリック 

③『構成品の原産資格を明らかにするための資料』部に①で保存した資料を添付 
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D9-1） 

D9）日商発給システムへアップロードする 
JAFTAS よりダウンロードした TSV ファイルを日商発給システムへアップロードする手順をご案内します。 

 

 

D9-1）TSV ファイルのアップロード 
 

1) 「原産品判定依頼書入力」をクリックします。 

 

2) 「TSV 形式で新規入力」をクリックします。 

 

3) 協定および判定事務所を選択、TSV ファイルを添付し

「TSV 取込」をクリックします。（参照 D9-2） 

 

4) 誓約画面にて記載事項を確認し誓約を行います。 

 

5) 判定依頼画面に取込した情報が反映されます。 

※判定依頼を行う前に必ず取込内容をご確認ください。 

 

※JAFTAS の調査起点品名は「判定対象産品の一般名

称（英文）」として取り込まれます。 

「原産地証明書に記載する輸出品名（商品名等・英

文）」は空欄になりますため、適宜ご修正ください。 

 

※典拠書類は添付されません。別途添付をするか判定事

務所に合わせメール/FAX 等を行ってください。 

 

※適用原産地規則として SP ルールを選択し且つ僅少規

定等を利用している場合、JAFTAS にて出力されるデー

タ形式では正しく反映されません。 

取込後に日商発給システム上で判定基準をご確認の

上、相違がある場合には手動でご修正ください。 

 

※RCEP 協定の場合、「16.生産者名および所在地の証

明書への記載」欄はデフォルトで「1：記載する」が表示

されます。 

 

調査中 審査前承認待 TKTC 審査中 日商審査中 調査完了承認待 調査完了 

日本商工会議所 第一種特定原産地証明書発給システム画面 

(同所の許諾を得て掲載) 

◆「原産地証明書に記載する輸出品名

（商品名等・英文）」が空欄のまま判定

依頼に進むと、自動的に「判定対象産品

の一般名称（英文）」の品名が「原産地

証明書に記載する輸出品名（商品名

等・英文）」にコピーされます。 

JAFTAS の調査起点品名が転記 
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D9-2）参考 
 

・TSV 取込みについて(PDF) 

https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSVtorikomi.pdf 

 

・TSV テーブルレイアウト(PDF) 

https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei.pdf 

 

・TSV テーブルレイアウト(PDF)メキシコ用 

https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei_Mexico.pdf 

 

・TSV テーブルレイアウト(PDF)RCEP 用 

https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei_RCEP.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日商発給システムにおける対応文字コードの変更について】 

2022/5/23 より、日商第一種特定原産地証明書発給システムにおいて、対応の文字コードが「UTF-8」 

に変更されました。 

JAFTAS では文字コード「SHIFT-JIS」を採用しているため、ダウンロードした TSV データをインポートする際 

は、文字コードを変更していただく必要があります。 

 

（参考） 

・TSV ファイルの文字コード「UTF-8（BOM 付き）」の変換方法について 

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/utf8.pdf 

 

・日本商工会議所の第一種特定原産地証明書発給システムの UTF-8（BOM 付き）対応について 

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/20220502sys6.pdf 

◆日商発給システムの構成に整合するように TSV ファイルを作成しておりますが、一部情報の取込が行わ

れない場合があります。TSV ファイルによる取込結果を必ずご確認の上、判定依頼を行ってください。 

TSV ファイルを日商発給システムへアップロードした際に「ログイン者の FTA 番号が入力データと一致しま

せん。」とエラーが表示された場合は、JAFTAS の<企業情報>にて日商企業登録番号を設定していな

い可能性があります。(参照 共通機能 II-1)企業情報について) 

 

https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSVtorikomi.pdf
https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei.pdf
https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei_Mexico.pdf
https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei_RCEP.pdf
https://cer.jcci.or.jp/epa/Content/pdf/TSV_table_manual_hantei_RCEP.pdf
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/utf8.pdf
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/20220502sys6.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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D10）原産資格喪失通知 
 

D10-1）原産資格喪失通知を送る 
・一度原産資格の達成を確認できた調査対象品について、状況が変わり原産資格が未達成となった際に、回答者

から依頼者へ JAFTAS 上でお知らせをする機能です。 

・他社からの依頼で回答者が調査を完了し回答を行い、依頼者が回答を承認すると回答者側の［原産資格調査

(D) 詳細］画面にて「原産資格喪失通知」ボタンが表示されます。 

・自社内の内製品調査ではボタンの表示はされません。 

 

 

1) ［原産資格調査(D) 一覧］画面より🔎マークをクリックし

ます。 

 

2) ［原産資格調査(D) 詳細］画面下部の「原産資格喪

失通知」をクリックします。 

 

3) 表示されるポップアップに依頼者への伝達事項を入力します。 

・原産資格喪失(予定)日 

喪失(予定)日をカレンダーより選択します。 

・原産資格喪失理由 

依頼者へのメッセージを入力します。(100 文字以内) 

 

4) 「送信」をクリックすると依頼元へ通知されます。 

※一度送信すると再度クリックすることやキャンセルはでき 

ませんのでご注意ください。 

※依頼者が回答者から原産資格喪失連絡を受信した後

の手順については、R12)原産資格喪失通知を受信す

る および E/P11)原産資格喪失の通知を受ける をご

参照ください。 

 

5) 送信が完了すると［原産資格調査(D) 詳細］画面上部

に「原産資格喪失通知済」と表示されます。 

 

6) [原産資格喪失通知送信 一覧]画面から原産資格喪失

通知を行った調査対象品と送信内容を一覧で確認できま

す。(参照 D11-5)

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_e_and_p.pdf
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D10-2）原産資格喪失通知を受信したら 

・自社が依頼した原産資格調査に対して原産資格喪失の連絡を受信したら、[調査依頼・回答受信 (R)]の[原

産資格喪失通知一覧]に通知が届き、タスクリストが表示されます。（参照 R12)原産資格喪失通知を受信す

る） 

・ここでは、自社の内製品調査において生じた構成品の調査依頼に対して原産資格喪失通知を受信した場合 

（R12)原産資格喪失通知を受信する）【依頼 ID（R）の右側が調査 ID（D）だった場合】のケース）の後続

の手続きについてご案内します。 

 

1） ［調査依頼・回答受信(R) 詳細］の画面上部から、対

象となる調査のリンクをクリックし、［原産資格調査(D) 詳

細］画面を開きます。 

 

2） ［原産資格調査(D) 詳細］画面の下部「再判定（構

成品の原産資格喪失を考慮します）」をクリックすると、連

絡を受けた構成品を「未達成」としたうえでの原産資格達

成状況を試算します。 

 ※このボタンを押しただけでは、原産資格調査の結果 

には影響を与えません。 

 

3） 構成品の原産資格の喪失により、自社内製品の原産資

格が喪失している場合、その旨のメッセージが表示されま

す。 

社内メモに原産資格喪失の旨の記録を残したうえで、後

続の手続きを行います。 

 

① この調査が依頼者からの依頼に基づく調査であった

場合、速やかに原産資格喪失の連絡を行います。 

詳細については、前述の D10-1)原産資格喪失通

知を送る をご参照ください。 

② この調査が自社の[FTA 対象品(輸出品)(E)]また

は[FTA 対象品(構成品)(P)]から登録された内製品

の場合、調査対象品の有効期限を短くするなどし、こ

の判定結果が使用されないようにします。(参照

E/P11)原産資格喪失の通知を受ける) 

※原産資格が喪失していなかった場合にも、社内メモに記 

録を残しておくことを推奨いたします。

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_e_and_p.pdf
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D11）メニューバー 
＜原産資格調査 (D)＞のメニューバーをご案内します。 

 

 

D11-1）構成品一括依頼作成 
全調査対象品における、依頼の作成が可能な構成品を一覧で確認できます。複数の調査対象品の構成品の依

頼を纏めて作成することも可能です。 

 

1) 表示項目 

項目名 説明 

チェックボックス 依頼を作成する構成品に☑を付ける 

「🔁依頼再利用」 

可否 

過去に下記項目が全て一致する依頼が作成されている場合に表示(参照 D4-5) 

協定/輸入通関国(※日アセアン協定/RCEP 協定のみ)/審査種別(TKTC 審

査要否)/HS コード/品名(英日)/品番/補助品番/仕入先企業 ID/回答方法/

企業 ID/調査起点企業 ID・品番・品名(英日)/仕入先企業名 

協定 ［原産資格調査(D)詳細］画面の『調査品情報』を反映 

輸入通関国 

審査種別 下記いずれかを表示 

日商審査/TKTC 審査/(TKTC)審査なし 

構成品番 ［原産資格調査(D)詳細］画面之『(2)構成品の入力と原産資格判定』を反映 

 構成品補助品番 

構成品名(英) 

構成品名(日) 

仕入先 

親調査品番 ［原産資格調査(D)詳細］画面の『調査品情報』を反映 

回答方法 外製品:サプライヤー証明書(構成品) 

内製品:対比表・計算 WS 

調査 ID 調査対象品の調査 ID 

 

2) 依頼作成の手順 

① メニュー ＞ 原産資格調査(D) ＞ 構成品一括依

頼作成をクリックします。 
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② 依頼作成が可能な構成品が一覧で表示されます。 

・画面に表示される条件は D4-1)で依頼作成ボタンが表

示される条件と同じです。 

 

 

 

 

・項目ごとに並び替えての表示が可能です。 

 

 

 

③ 依頼を作成する構成品を選択します。 

※一番上のチェックボックスをクリックすると全選択できます。 

 

 

④ 選択が完了したら「▶一括作成」をクリックします。 

 

 

⑤ 回答期限を設定するポップアップが表示されます。 

 

・企業情報(参照 共通機能 II-1)企業情報について)の

登録日数での日付が初期表示されます。 

・変更する場合は日付を手入力するか、表示欄をクリック

するとカレンダーが表示されますので、設定したい日付を選

択します。 

 

⑥ 回答期限の入力後、「はい」をクリックします。 

 

・クリックと同時に各構成品の依頼 ID が＜調査依頼・回

答受信(R)＞に新規作成されます。(ステータス‟作成

中”) 

・依頼の送信は＜調査依頼・回答受信 一覧＞画面より

行います。(参照 R3)依頼を送信する) 

 

① 

② 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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D11-2）FTA 用 BOM 

BOM データを予め JAFTAS に登録しておくことができます。 

「対象品番・補助品番・品目別原産地規則・協定」が原産資格調査の際に調査対象品と一致すると、FTA 用

BOM の登録データを構成品登録へ反映させることができます。（参照 D3-2-4） 

 

 

1) ［FTA 用 BOM 一覧］画面 表示項目 

項目名 説明 

対象品番 BOM 構成を登録する調査対象品の品番 

対象品補助品番 BOM 構成を登録する調査対象品の補助品番 

対象品名(英) 入力補助マスタ(輸出品/構成品)の登録情報に紐づいた調査対象品名 

※登録していない場合は空欄 対象品名(日) 

品目別原産地規則 CTC/VA/原産材料のみから生産される産品 

協定 利用協定 

 

2) 「ダウンロード」ボタン 

表示中の対象品の I/F 仕様書情報をダウンロードします。 

 

3) 「インポート」ボタン 

BOM データのアップロードを行います。(参照 別添資料 1-

X4)FTA 用 BOM インポート/構成品一括取込) 

 

① ファイルフォーマットをダウンロードします。 

 

② 国・協定コードをダウンロードします。 ※任意 

 

③ BOM データをアップロードします。 

・Browse より対象品のテキストファイルを選択します。 

※ファイル名の先頭は bom_から始まる 

 

・インポートが始まります。 

-「登録成功 〇〇件インポートしました」と表示されま

す。 

 

 

 

 

①  

②  

③  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
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-取込内容にエラーがある場合は赤字で「入力データに

誤りがあります。メッセージ欄をご確認ください」と表示さ

れます。画面下「クリア」をクリックし、修正したデータを再

度アップロードしてください。 

・「一覧へ戻る」をクリックし、登録した情報を確認します。 

 

 

4) 登録したデータの確認 

FTA 用 BOM 一覧にて🔎マークをクリックすると、登録デー

タの詳細を確認できます。 

 

① 対象品情報 

登録した対象品情報が表示されます。 

表示項目は 1)と同じです。 

 

② 作業履歴 

作業日時、作業担当者情報、作業内容が表示されます。 

 

③ 構成品情報 

登録した対象品情報が表示されます。 

 

④ 「削除」ボタン 

表示中の FTA 用 BOM 情報を削除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ②  

③  

④  

④  
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D11-3）HS コード履歴 
輸出品・構成品の調査が完了すると、調査対象品に登録された構成品の HS コードを調査対象品情報の詳細と

ともに自動で保存します。 

 

 

1) ［HS コード履歴 一覧］画面 表示項目 

項目名 説明 

調査 ID 調査完了した調査対象品の調査 ID 

※ID をクリックすると［原産資格調査(D)詳細］画面へ遷移 

対象品番 ＜原産資格調査 (D)＞にて表示される調査対象品の品番 

対象品補助品番 ＜原産資格調査 (D)＞にて表示される調査対象品の補助品番 

対象品 HS コード ＜原産資格調査 (D)＞にて表示される調査対象品の HS コード 

対象品名(英) ＜原産資格調査 (D)＞にて表示される産品の名称(英) 

品番対象品名(日) ＜原産資格調査 (D)＞にて表示される産品の名称(日) 

構成品番 ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された構成品の品番 

構成品補助品番 ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された構成品の補助品番 

構成品 HS コード ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された構成品の HS コード 

構成品名(英) ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された構成品の名称(英) 

構成品名(日) ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された構成品の名称(日) 

仕入先 仕入先の名称 

仕入先コード 仕入先コード 

※仕入先コードが複数ある場合には、原産資格調査にて登録された仕入先コードが 

出力される 

協定 ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された協定名 

輸入通関国 ＜原産資格調査 (D)＞にて登録された輸入通関国 

 

2) ダウンロード 

表示中の対象品の I/F 仕様書情報をダウンロードします。 
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D11-4）FOB/EXW 
複数の輸出品/構成品に対して、FOB/EXW 価額をまとめて登録できる機能です。 

 

 

1) ［FOB/EXW 一覧］画面表示項目 

項目名 説明 

品番 輸出品/構成品の品番 

補助品番 輸出品/構成品の補助品番 

対象品名(英) 入力補助マスタ(輸出品/構成品)の登録情報が紐づいた対象品名 

※登録していない場合は空欄 対象品名(日) 

協定 登録した協定名 

輸入通関国 登録した輸入通関国 

価額(円) FOB/EXW 価額（単位を円とし小数点第 3 位まで表示） 

 

2) 「ダウンロード」ボタン 

表示中の対象品の I/F 仕様書情報をダウンロードします。 

 

3) 「インポート」ボタン 

FOB/EXW データのアップロードを行います。(参照 別添資

料 1-X5)FOB/EXW インポート) 

 

① ファイルフォーマットをダウンロードします。 

 

② 国・協定コードをダウンロードします。 ※任意 

 

③ FOB/EXW データをアップロードします。 

・Browse よりテキストファイルを選択します。 

※ファイル名の先頭は fobexw_から始まる 

・アップロードが始まります。 

-「登録成功 〇〇件インポートしました」と表示されます。 

-取込内容にエラーがある場合は赤字で「入力データに誤り

があります。メッセージ欄をご確認ください」と表示されま

す。 

画面下の「クリア」をクリックし、修正したデータを再度アップ

ロードしてください。 

 

・「一覧へ戻る」をクリックし、登録した情報を確認します。 

◆「FOB/EXW」情報を事前に登録する 
と、下記項目が一致する調査が開始 
された際に、予め登録した価格情報が 
原産資格調査(D)に自動的に反映し 
ます。価格情報を管理する部門が異 
なる場合等にご活用ください。 

 ・品番 
 ・補助品番 
 ・協定 
 ・輸入通関国 
（日アセアン、日 EU、TPP11、RCEP

においては、輸入通関国が設定されて
いる場合、当該国向けの調査でしか反
映されません。空欄の場合にはどの国
向けの調査でも反映されます） 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf
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4) 新規作成 

1 件ずつ手動で FOB/EXW 登録を行います。 

 

① 右記の項目を入力します。 

項目名*マークは必須入力項目です。 

 

② 入力補助マスタから登録済の情報を検索しま

す。 

 

③ 「登録」をクリックします。 

 

 

5) 登録したデータの確認 

［FOB/EXW 一覧］画面にて🔎マークをクリックすると、

登録データの詳細を確認できます。 

 

① 対象品情報 

登録した対象品情報が表示されます。 

表示項目は 1)と同じです。 

 

② 作業履歴 

作業日時、作業担当者情報、作業内容が表示されます。 

 

③ 「✐編集」ボタン 

［FOB/EXW 編集］画面へ遷移します。 

 

④ 「削除」ボタン 

表示中の FOB/EXW 情報を削除します。 

 

6) 登録したデータの編集 

［FOB/EXW 一覧］画面にて✐マークをクリックすると、登

録データを編集できます。 

項目名 説明 

品番* 輸出品/構成品の品番 

補助品番 輸出品/構成品の補助品番 

協定* 登録する協定をプルダウンで選択 

輸入通関国 対象品の輸入通関国名 

価額(円) * FOB/EXW 価格を単位（円）で

小数点第 3 位まで登録可能 

社内メモ 自由入力欄/500 文字以内 

 

①  

②  

③  ④  
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D11-5）原産資格喪失通知送信一覧 

原産資格喪失通知を行った調査と送信内容を一覧で確認できます。 

 

1) 表示項目 

項目名 説明 

調査 ID D+数値 10 桁 

※ID をクリックすると［原産資格調査(D)詳細］画面へ遷移 

通知日時 原産資格喪失通知を行った日時 

喪失日時 原産資格喪失通知の際に設定した日時 

喪失理由  原産資格喪失通知の際に依頼者へ通知した内容 

送信ユーザー 実行者のアカウント名 
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＜更新履歴＞ 

Ver1.1→1.2 

P.71（D7-2-3）,P.75（D7-3-3）：TKTC 審査のためのチェックリストを追加 

P.84（D9-1）：💡の追加（企業情報に日商企業登録番号を登録していただく旨注記） 

 

Ver1.2→Ver.2（9/4 以降） 

P.15（D2-1）：『(2)原産資格を明らかにするための資料』部について追加 

P.15（D2-1）：調査作成者情報の記載箇所を修正 

P.23（D2-2）：調査依頼に使用するボタンとして「支給品依頼作成」を追加 

P.29（D3-2-1）：💡の追加（仕入先選択について事前登録を要する旨加筆） 

P.30（D3-2-1、D3-2-1）：💡の追加（構成品の単価は小数第 3 位まで入力可である旨加筆） 

P.38（D3-6-1）：💡の追加（CTC での構成品情報がコピーされる旨加筆） 

P.54（D4-3）：システム外取込時の企業名（日）について全角アルファベットも可である旨追加 

P.55（D4-3）：仕入先コード未登録の場合の企業 ID 表記について追加 

P.58（D4-5）：再利用要件に品名（英/日）を追加 

P.63（D6）：システム外取込「達成」時の救済規定情報入力について追加 

P.66（D7-1-1）：JAFTAS と日商発給システムのデータ連携がない旨追加 

P.68（D7-1-1）~ P.75（D7-3-4）：各項目末尾に💡の追加（調査完了承認後は編集不可である旨） 

P.83（D8-2）,P84（D8-3）：原産・非原産の区別の表現を修正 

 

Ver.2→Ver.3 

P.49（D4-2-1）：支給品 HS 問い合わせ機能について追加 

 

Ver.3→Ver.4 

P6,84（D1,D8-2）：RCEP 協定を追加 

P7,18（D2-1,D2-2）：『調査品情報』へ輸入通関国を追加 

P20（D2-2）：『調査品情報』部の項目へ輸入通関国を追加 

P55（D4-3）：企業名（日）、生産者企業名への補足説明追加 

P51（D4-2-2）：【再利用要件】について調査起点企業 ID・品番・品名(英日)を追加、輸入通関国へ

RCEP 協定を追加、品名に(英日)を追加 

P59（D4-5）：【再利用要件】について調査起点企業 ID・品番・品名(英日)を追加、輸入通関国へ RCEP

協定を追加、調査起点企業について💡を追加 

P61（D5-1）：2)の手順および画像を修正 

P81（D7-4）構成品の有効期限の考慮について💡を追加 

P92（D11-1）：【再利用要件】について調査起点企業 ID・品番・品名(英日)を追加、輸入通関国へ RCEP

協定を追加、品名に(英日)を追加 

P97（D11-4）：💡へ RCEP を追加 
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Ver.4→Ver.5 

P10（D2-1）：輸出者判定品の際の注意点を追加 

P38（D3-6-1）：💡の追加（VA ルールにおける端数処理に関して） 

P43（D3-9）：輸出者判定品について項目を追加 

P87（D8-3）：💡の追加（原産資格調査中に構成品の直接回答を受領した場合の留意点） 

P69（D7-1-1）：💡の追加（原産資格判定後の内容修正について加筆） 

 

Ver.5→Ver.6 

P6（D1）：💡の追加（アーカイブについて） 

P52（D3-2-2）: ［構成品一括依頼作成］画面へ HS コード欄を追加 

 

Ver.6→Ver.7 

P20（D2-2）：品番について修正 

P29（D3-2-1）：💡の追加（HS コード特定サービスについて） 

P56（D4-3）：改修に合わせて項目名、画面遷移等を修正 

P89（D9-1）：一般規則等を利用している場合、手動訂正が必要な旨を追加 

P90（D9-2）：日商発給システムにおける対応文字コードの変更について追加 

 

Ver.7→Ver.7.1 

P56（D4-3）：［調査依頼・回答送信(R) 手動登録］画面へ『登録対象品情報』部を追加 

P89（D9-1）：RCEP 協定を TSV 出力する際の注意点を追加 

 

Ver.7.1→Ver.8 

P84（D8-1）：調査完了前の対比表/計算 WS には IN PROCESS の文字が表示される旨を追加 

P85（D8-2）：「生産者から情報提供を受けて本資料を作成しました☑」を追加 

P85（D8-2）：「資料作成日」について修正 

P85（D8-2）：「資料作成企業名」について追加 

P86（D8-2）、P88（D8-3）：「原産材料の根拠書類(サプライヤー名)」について修正 

P87（D8-2）：＜僅少（許容限度）を適用した場合について＞を追加 

P90（D9-1）：各協定の一般規則・カテゴリーD を利用した際の TSV ファイル取込について修正 

 

Ver.8→Ver.8.1 

全体：一覧の画面修正に合わせ、一覧の画面キャプチャを修正 

P5（D1）：［原産資格調査(D) 一覧］画面の表示項目を追加・修正 

P13（D2-1）：協定で有効期限が定められている品目別原産地規則の選択期限について追加 

P48（D4-1）構成品一括依頼作成の場合を追加 

P58（D4-3）：『添付ファイル サプライヤー証明書/対比表・計算 WS』の添付ファイルの容量について追加 
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P68（D7）：図表を修正・削除 

P92（D9-2）：TSV テーブルレイアウト(PDF)RCEP 用のリンクを追加 

 

Ver.8.1→Ver.8.2 

P10（D2-1）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P11（D2-1）：【システム判定対象について】の VA の品目別原産地規則欄を修正 

P19（D2-2）：［原産資格調査（D）詳細］画面のキャプチャを修正 

P23（D2-2）：⑧追加情報の入力について追加 

P29（D3-2-1）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P30（D3-2-2）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P31（D3-2-3）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P32（D3-2-4）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P36（D3-5-1）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P37（D3-5-2）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P39（D3-6-1）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P42（D3-8）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P43（D3-9）：『追加情報の入力』欄について💡マーク追加 

P57（D4-3）：JAFTAS 外資料取込後の［調査依頼・回答送信(R)］の権限について記載 

P64（D5-2）：［調査依頼・回答受信 手動登録］の画面キャプチャを修正 

P87（D8-2）：<6.追加情報>追加 

P88（D8-3）：冒頭の説明を＜1~4＞から＜1~4、6＞に修正 

P93（D10-2）：［調査依頼・回答受信(R) 詳細］の画面キャプチャを修正 

 

Ver.8.2→Ver.8.3 

P9（D2-1）：『調査結果/途中経過』部について💡マーク追加 

P15（D2-1）：『(2)手動/システム外判定』部について💡マーク追加 

P34（D3-4）：すべての階層を開く/閉じるボタンの説明追加、構成品登録欄の画面キャプチャ修正 

P51（D4-2-1）：【支給品 HS 問い合わせ機能】6）に※追加 

P52（D4-2-2）：依頼再利用の条件に仕入先企業名を追加 

P60（D4-5）：依頼再利用の条件に仕入先企業名を追加 

P63（D5-1)：『(1)-関税分類変更基準』で達成の可否の計算ロジックについて💡マーク追加 

P67（D6）：『調査結果/途中経過』欄について💡マーク追加 

P94（D11-1）：依頼再利用の条件に仕入先企業名を追加 

 

Ver.8.3→Ver.8.4 

全体：ボタン名、ステータス、画面表示の JCCI を日商に変更 
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Ver.8.4→Ver.8.5 

全体：画面修正によりキャプチャ修正  

P27（D2-2）：ステータス‶調査完了承認待”のボタンの説明を追加 

P69（D7）：図表を修正 

P70（D7-1-1）：💡マーク追加 

P91（D9-1）：産品名について、※と💡マーク追加 

P92（D9-2）：P91 の💡マークを P92 に移動 

P94（D10-2）：原産資格喪失通知受領時にタスクリストが表示される旨を追加 


